
撮
關
家
の
大
番
役
及
び
大
番
領
の
研
究

（
上
）

牧

健

二

】
、
序
言
－
二
、
大
番
思
及
び
大
番
頒
－
三
、
大
番
會
人
の
数
i
四
、
大
番
玉
人
の
召
集
と
上
番
一
五
、
座
瞬
の
番
頭
高
度
i
（
以
上

本
號
）
1
六
、
大
番
會
人
の
職
務
及
び
之
と
武
士
と
の
關
係
－
七
、
含
人
血
及
び
舎
人
名
一
八
、
大
番
含
人
の
保
護
i
－
九
、
殿
下
大
番
役

及
び
大
番
領
の
超
源
の
考
察
i
十
、
二
言
。
撮
關
家
大
番
領
の
頒
主
、
村
落
、
舎
人
名
、
並
に
大
番
領
圧
園
の
崩
壌
過
程
に
志
し
て
に
、
本
丈
の

外
に
「
略
史
と
地
理
」
に
掲
載
す
べ
き
論
丈
「
雛
關
家
大
番
領
と
和
泉
國
大
鳥
重
し
の
餐
覧
た
乞
ふ
Q
史
料
の
蒐
集
に
就
て
、
丈
學
士
日
尾
宏
二
、
附

池
内
義
資
、
同
清
水
三
男
の
三
氏
の
援
助
な
受
け
た
る
か
感
謝
す

（　nt　7）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
、
序
　
　
　
　
言

　
庄
園
の
研
究
は
從
來
多
く
は
寺
領
に
就
て
行
は
れ
た
。
之
は
寺
領
に
關
す
る
文
書
の
利
用
が
便
利
で
あ
る
關
係
に
依

る
の
だ
が
、
青
髭
に
於
て
も
寺
領
は
庄
園
の
大
部
分
を
占
め
て
み
た
か
ら
、
寺
領
の
研
究
の
重
要
な
こ
と
は
費
す
迄
も

な
い
。
併
し
庄
園
の
本
所
に
は
禁
裏
仙
洞
あ
り
院
宮
詣
魁
あ
り
樺
門
勢
家
あ
り
で
、
此
等
の
庄
園
の
生
活
が
不
明
で
は

困
る
Q
其
中
で
も
纏
勢
家
即
ち
公
卿
階
級
の
所
領
と
言
ふ
の
は
、
彼
等
が
政
治
上
落
會
上
に
有
し
た
地
位
か
ら
見
て
も

彼
等
と
其
所
領
と
の
關
係
を
明
か
に
す
る
こ
と
が
甚
だ
必
要
な
の
だ
が
、
從
來
ま
だ
其
方
面
に
手
が
つ
け
ら
れ
て
る
な

い
の
は
惜
む
べ
き
こ
と
だ
。
然
る
に
私
は
近
頃
鑓
晶
群
の
所
領
に
碧
し
て
一
箇
の
興
味
あ
る
六
畜
を
獲
得
し
た
。
そ
れ

　
　
　
　
　
癒
踊
家
の
大
番
役
及
び
大
番
領
の
硯
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
巻
　
第
三
號
　
　
四
〇
一



　
　
　
　
掘
關
家
の
大
番
役
及
び
大
番
領
の
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
巻
　
集
三
號
　
　
四
〇
二

・
は
王
朝
時
代
か
ら
建
武
中
興
の
後
ま
で
も
存
在
し
た
殿
下
大
番
領
な
る
渚
と
、
其
庭
か
ら
出
し
た
大
番
舎
入
に
關
す
る

事
實
で
あ
る
Q
之
を
調
べ
た
結
果
、
藤
原
氏
が
庄
園
を
経
濟
的
に
利
用
し
た
特
殊
の
關
係
が
知
ら
る
、
と
共
に
、
其
溝

長
に
よ
っ
て
藤
原
氏
の
経
濟
的
基
礎
の
全
貌
を
推
察
す
る
こ
と
も
出
論
る
や
う
に
思
っ
た
。

　
さ
て
大
番
役
と
言
へ
ば
、
人
は
直
ち
に
鎌
倉
幕
府
の
御
家
入
が
幕
命
を
奉
じ
て
勤
務
し
た
京
都
に
於
け
る
内
裏
大
番

役
を
聯
想
し
、
稚
々
遠
く
其
干
害
を
考
へ
て
も
、
僅
に
「
少
右
記
」
天
元
五
年
三
月
十
五
日
條
に
、
中
宮
府
の
大
番
侍
者

と
言
ふ
職
名
が
在
る
こ
と
を
指
摘
す
る
に
止
め
る
が
、
實
は
藤
原
氏
の
本
家
で
あ
る
鑛
閣
家
に
あ
り
て
も
、
王
朝
時
代

か
ら
殿
下
大
番
役
と
欝
す
る
者
が
あ
っ
た
。
然
る
に
此
大
番
役
は
京
都
守
護
の
大
番
役
な
ど
、
は
性
質
の
全
く
異
な
る

者
で
あ
・
の
み
な
ら
変
瀦
家
領
の
中
で
大
権
と
定
ま
つ
墓
園
か
ら
此
役
に
就
美
馨
入
な
・
重
事
し
醐

め
た
る
本
所
役
の
｝
つ
で
あ
っ
た
。
殊
に
研
究
上
興
昧
深
き
は
庄
園
關
係
の
史
料
比
較
的
乏
し
き
王
朝
時
代
に
於
て
も

此
慣
習
の
こ
と
が
相
孫
詳
細
に
知
ら
れ
、
鎌
倉
時
代
か
ら
南
北
朝
に
か
け
て
大
番
領
が
崩
れ
て
行
く
青
煮
な
ど
も
、
相

當
評
語
に
之
を
知
り
得
べ
き
史
料
が
あ
る
の
で
、
叢
に
此
研
究
の
一
宇
総
論
的
部
分
を
登
表
す
る
次
第
で
あ
る
○

　
殿
下
大
番
役
に
關
す
る
王
朝
時
代
の
最
も
大
切
な
差
料
と
し
て
は
、
「
兵
範
記
」
の
紙
背
交
書
の
中
に
断
片
的
な
者
が

散
見
す
る
。
「
兵
範
士
」
は
藤
原
氏
の
家
司
と
し
て
關
自
忠
通
や
關
自
害
實
に
仕
へ
た
兵
部
卿
李
信
範
の
日
記
で
、
保
元

単
治
吉
島
の
時
勢
を
探
る
が
爲
に
は
第
「
等
の
史
料
な
る
こ
と
人
の
知
る
所
の
如
く
で
あ
る
が
、
今
口
幸
に
し
て
近
衛

家
と
京
都
帝
國
大
志
と
に
分
れ
て
信
範
の
膚
筆
本
の
大
部
分
が
保
存
さ
れ
て
居
る
○
難
事
に
關
し
て
は
曾
て
本
誌
に
於



て
今
の
京
大
澱
授
西
田
薩
二
郎
博
士
が
詳
細
な
る
考
謹
を
登
表
し
て
ゐ
ら
る
＼
（
一
）
。
　
島
陰
讃
に
も
見
え
る
が
藏
に
貴

重
な
る
者
は
、
古
筆
本
遭
難
記
の
紙
背
文
書
な
る
者
で
、
信
範
が
藤
原
氏
の
政
所
で
家
務
を
執
っ
て
み
た
時
の
辿
書
を

裏
返
し
て
使
用
さ
れ
て
る
る
爲
、
元
の
文
書
な
る
者
が
又
大
に
墾
考
と
な
る
。
李
信
範
は
保
元
の
観
想
新
に
氏
長
者
開

自
忠
通
の
御
庄
素
志
行
人
を
務
め
（
二
）
、
其
次
の
潔
白
黄
雲
の
代
に
も
政
所
に
務
め
て
み
た
關
係
上
、
紙
背
文
書
の
中
に

は
藤
原
氏
の
庄
園
の
王
期
時
代
末
期
の
駿
態
を
知
り
得
べ
き
史
料
が
相
器
多
く
保
存
さ
れ
て
居
る
が
、
薙
に
此
論
文
の

爲
に
最
も
貴
重
な
る
大
番
役
關
係
の
古
文
書
六
蓮
を
存
す
る
Q
次
に
王
朝
苦
虐
の
末
か
ら
鎌
倉
時
代
を
経
過
し
、
南
北

朝
時
代
に
及
ん
で
概
醐
家
の
大
番
領
干
る
者
の
内
部
生
活
を
窺
ふ
爲
に
は
、
幸
に
し
て
「
田
代
文
書
」
が
あ
る
。
和
泉
國

に
於
け
・
殿
下
奮
の
；
を
存
し
悪
鳥
庄
（
郷
）
に
關
し
て
、
大
事
人
の
有
し
た
土
塁
食
と
地
頭
と
∴

關
係
、
本
所
及
び
幕
府
と
大
番
領
と
の
三
雲
な
ど
を
詳
し
く
具
盤
的
に
考
へ
る
こ
と
の
出
來
る
材
料
で
あ
る
。
以
上
二

個
の
史
料
が
殊
に
重
要
で
、
此
論
点
は
そ
れ
を
骨
子
と
し
て
成
立
す
る
。
が
併
し
殿
下
大
番
役
と
大
番
領
に
饗
す
る
漸

片
的
な
史
料
は
、
「
醍
醐
寺
雑
事
記
」
、
「
石
清
水
文
書
」
、
「
東
繭
寺
文
書
」
、
「
玉
葉
」
、
及
び
「
明
月
記
」
に
見
え
、
「
近
衛
囁

家
所
領
目
録
」
と
「
執
政
所
出
」
と
は
、
此
制
度
が
藤
原
氏
の
所
領
と
年
中
行
事
と
の
中
で
如
何
な
る
位
置
を
占
め
て
み

た
か
を
物
語
っ
て
み
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
二
心
大
番
國
及
び
大
番
領

　
殿
下
大
番
役
と
言
ふ
名
爾
は
、
京
都
大
数
本
兵
範
記
仁
安
二
年
秋
の
巷
の
紙
背
交
書
た
る
、
長
寛
二
年
七
月
の
近
江

　
　
　
　
・
搬
繍
嶽
の
大
番
役
及
び
大
番
領
の
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
第
十
七
巻
　
謎
語
號
　
　
凶
〇
三



　
　
　
　
・
娠
醐
家
の
大
番
役
及
び
大
番
領
の
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
巻
　
第
三
號
　
　
四
〇
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
　

國
淺
井
西
郡
今
砥
庄
大
番
舎
入
等
の
陳
駿
・
の
中
に
大
番
直
入
の
名
が
見
え
、
年
次
の
部
分
を
窪
く
も
略
々
之
と
同
年
頃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

と
思
は
る
、
別
の
陳
駿
に
て
、
近
江
國
犬
上
東
郡
の
大
番
舎
入
僑
良
命
は
、
先
㍊
以
來
の
私
領
を
以
て
大
番
負
田
と
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
　
　
ゆ
　

し
、
五
十
除
ゲ
年
間
「
殿
下
大
番
役
し
を
勤
仕
し
認
れ
る
旨
を
述
べ
て
み
る
。
大
番
墨
筆
の
史
料
の
初
見
は
、
現
在
の
虞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

「
醍
醐
寺
雑
事
記
」
に
、
久
安
七
年
三
月
九
臼
宇
治
入
筆
殿
下
帥
ち
藤
原
忠
實
の
使
者
で
あ
る
大
番
が
醍
醐
寺
に
贈
り
、

大
谷
逮
藏
院
の
爲
に
山
地
を
槍
注
せ
ん
と
し
た
と
あ
る
の
が
初
で
あ
る
（
一
一
一
）
。
　
大
番
役
と
大
番
領
と
が
娠
關
家
に
起
つ

た
由
來
の
如
き
は
薩
に
之
を
知
ら
し
む
る
材
料
皆
無
だ
か
ら
、
此
制
度
を
よ
く
知
っ
た
上
で
周
幽
の
歌
況
か
ら
判
断
す

る
の
外
は
な
い
の
で
、
最
後
の
考
察
に
ゅ
つ
る
こ
と
、
し
、
先
づ
次
の
重
要
な
一
つ
の
史
料
を
端
緒
と
し
て
、
王
朝
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

代
の
大
番
會
人
を
考
へ
て
見
る
。
さ
て
最
も
重
要
な
史
料
と
見
る
べ
き
者
は
、
近
衛
家
本
兵
範
記
仁
安
二
年
多
の
窓
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
6

紙
背
に
、
次
に
示
す
が
如
き
大
番
書
入
の
人
数
帳
の
断
簡
が
あ
る
。
現
存
の
文
書
に
は
之
が
黙
線
の
箇
所
で
前
後
と
な

っ
て
み
て
、
回
線
と
黙
線
と
の
聞
の
部
分
を
敏
い
て
る
る
が
、
用
紙
連
接
の
都
合
上
生
じ
た
こ
と
で
、
内
容
を
見
る
と

き
は
一
層
の
文
書
な
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
近
衛
家
の
原
本
に
當
っ
て
見
た
。
（
）
内
の
考
案
は
今
加
ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
旬
番
）
力

　
高
陽
院
方
舎
人
當
番
支
配
　
　
閏
五
月
中
㎜

　
　
惣
数
三
十
四
人
孚

　
　
　
國
友
　
六
人
親
馨
M
　
鍵
閣
錫

　
　
　
國
清
　
＋
六
人
親
彗
櫻
　
回
申
中
納
言
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
院
勢
　
　
｛
子
治
僻
正
御
房



安貞支
定

行
　
　
五
　
人

元
　
　
七
人
宇

　
　
　
辮
一
入

配
　
　
十
四
入

知
足
院
殿
　
　
十

　
細
工
所
　
　
一

　
下
家
司
　
　
一

政
所
分

同
下
旬
番

　
松
　
行

　
了
　
　
衣

　
そ
　
　
　
　
｛

久
「
松

（
定

五十廿三十
　一三究七
人人入入人

）lf・

巳
児
峯

已
見
峯

　
不
参
三
入

人人
　
鴨
居
殿

人

見
謬
十
七
人

不
参
六
人

見
塾
十
人

不
塗
［
人

見
峯
三
人

振
津
國

禁
國

　
　
（
不
峯
二
人
）
力

人
）
ヵ
　
　
　
　
（
不
墾
九
人
〉
ヵ

御

服

所

納

殿

［］ft入

　労

（81）

搦
閥
家
の
大
番
役
及
び
大
番
領
の
研
究

、
第
＋
七
巻
笙
霧
　
四
〇
五



擁
關
家
の
大
番
役
及
び
大
番
領
の
研
究

支
　
　
配

　
政
所
分

六
月
上
旬

貞鶴友行末定

包里包安弘

支
　
　
配

政
所
分

都
　
合

近
　
江

十
四
入

十
六
入

三
十
五
人

十
「
入

四
　
　
入

「
　
人

＋
六
入
墾
鮫
　
羅
國

三
人
親
馨
㌔
駄
　
近
江
臨
筍
妨

廿
五
入
　
　
　
　
不
二
十
人

十
四
入

十
一
人

二
百
山
ハ
十
八
人
　
　
　
　
，

二
百
六
人
　
　
　
　
　
和
　
　
泉
　
　
四
十
一
人

鱗
十
七
轡
　
第
一
工
號
　
　
　
四
〇
明
瞭

娠
　
　
津
　
　
廿
二
人
（
三
ノ
こ

（82）

始
め
順
序
を
逆
に
し
た
寓
本
に
接
し
た
時
に
は
、
全
一
見
事
が
付
か
な
か
っ
た
が
．
種
々
研
究
の
結
果
、
之
は
卒
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
ヤ
ノ

元
年
の
五
月
の
中
旬
と
下
旬
及
び
六
月
上
旬
の
三
旬
に
重
て
、
藤
原
氏
の
長
者
閣
白
基
實
の
呈
せ
る
高
雄
院
領
の
所
領



か
ら
、
閣
臼
家
政
所
の
下
命
に
よ
り
番
上
せ
し
む
べ
き
大
番
舎
人
の
介
在
と
其
上
番
の
駿
態
と
を
表
に
し
て
示
し
、
最

後
の
部
分
に
大
番
膳
人
の
総
数
を
暴
げ
て
る
る
も
の
で
、
要
す
る
に
殿
下
大
番
役
の
舎
人
々
数
帳
な
る
こ
と
が
明
自
に

な
っ
た
。
先
づ
之
が
墓
誌
元
年
の
者
た
る
所
以
は
閏
五
月
目
あ
る
か
ら
で
、
「
兵
営
記
」
の
筆
者
雫
信
範
が
藤
原
家
の
家

司
で
あ
っ
て
、
此
一
聯
の
文
書
が
作
ら
れ
得
た
時
代
に
五
月
が
閏
月
で
あ
る
の
は
、
李
治
元
年
の
外
に
な
く
、
煎
ふ
る

に
文
中
に
知
足
院
画
に
含
入
宿
入
の
配
畳
と
あ
る
が
、
蕪
に
知
足
院
殿
と
言
ふ
は
藤
原
忠
實
で
あ
っ
て
、
彼
は
保
元
の

観
後
責
を
負
ふ
て
洛
北
の
繹
寺
で
あ
る
知
足
院
に
屏
令
し
て
み
た
か
ら
、
忠
實
を
知
足
院
命
定
殿
下
と
言
ひ
、
彼
が
知

足
院
に
入
っ
た
の
は
保
元
々
年
風
月
で
、
其
後
死
に
至
る
ま
で
此
寺
に
居
た
こ
と
を
思
へ
ば
（
四
）
、
此
文
書
に
見
ゆ
る
十

人
の
食
の
彊
鼠
が
知
足
院
品
持
せ
ら
れ
た
窪
霧
三
年
の
・
・
と
、
見
・
の
外
藩
・
．
叢
叢
人
平
岡

帳
が
李
治
元
年
の
も
の
た
る
こ
と
は
疑
ふ
量
地
が
な
い
。
又
之
が
同
年
五
月
中
旬
以
降
三
旬
一
ヶ
月
間
に
於
け
る
高
野

院
方
挿
入
の
上
番
に
寵
す
る
者
な
る
こ
と
も
明
自
だ
。
抑
々
此
文
に
品
等
と
あ
る
の
が
大
番
含
人
な
る
こ
と
は
、
此
文

の
最
後
に
近
江
、
和
泉
、
癩
津
の
三
國
の
名
が
見
え
る
が
、
次
に
蓮
べ
る
如
く
、
藤
原
氏
は
此
三
ケ
國
を
大
番
國
と
定

め
て
、
大
番
直
人
を
之
よ
り
召
集
す
る
慣
例
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
之
を
要
す
る
に
西
漸
文
は
、
羅
治
元
年
に
、
殿
下

大
番
役
を
勤
む
べ
き
舎
人
を
、
近
江
、
和
泉
、
癒
津
の
三
國
よ
り
、
慣
例
に
從
っ
て
召
集
し
た
と
き
の
人
数
帳
の
｝
部

分
で
あ
っ
て
、
六
月
上
旬
迄
の
記
録
の
末
尾
に
嘗
り
、
恰
も
高
陽
垂
領
の
分
が
、
五
月
中
旬
と
下
旬
、
六
月
上
旬
、
都

合
三
旬
一
ヶ
月
分
見
え
て
み
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
先
づ
始
に
此
吏
料
を
主
π
る
材
料
に
し
て
、
鑓
爾
家
の
大
番
領
と
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。

　
さ
て
藤
原
氏
の
有
し
淀
多
数
の
聖
君
の
中
で
、
大
番
役
を
負
搬
し
て
選
入
を
出
す
べ
き
所
と
定
め
ら
れ
て
み
た
所
籏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

は
、
近
江
、
和
泉
、
害
毒
の
三
ヶ
國
に
あ
っ
た
。
前
論
の
断
篇
に
恰
も
此
三
ヶ
國
が
見
え
る
の
は
決
し
て
偶
然
で
は
な

い
の
で
あ
る
。
三
ケ
國
以
外
か
ら
は
含
人
を
採
ら
な
か
っ
た
。
大
番
含
入
に
關
す
る
史
料
は
ど
れ
を
見
て
も
、
此
三
國

以
外
か
ら
採
っ
た
例
が
な
い
の
み
な
ら
す
、
建
久
五
年
十
月
廿
一
田
に
作
製
さ
れ
た
「
近
衛
家
所
領
昌
録
」
の
終
の
方
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

「
一
　
大
番
國
々
　
概
津
國
　
和
泉
國
　
近
江
國
　
已
上
政
所
沙
汰
」
と
あ
り
て
、
此
三
ヶ
國
を
大
番
國
と
し
て
み
た
こ

と
が
知
ら
れ
る
。
そ
れ
は
史
料
の
示
す
限
b
で
は
王
朝
時
代
か
ら
定
ま
っ
て
み
た
こ
と
で
、
後
世
ま
で
攣
ら
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　

そ
し
て
大
番
言
入
を
零
す
國
を
大
番
國
と
言
っ
た
や
う
に
、
大
番
貫
入
を
幽
し
た
所
領
を
大
番
領
と
言
っ
た
。
「
田
代

文
書
」
に
殿
下
御
方
大
番
領
と
か
高
陽
織
方
大
番
領
な
ど
め
る
の
は
、
和
泉
國
大
鳥
庄
（
郷
）
に
於
け
る
大
番
含
人
を
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

し
た
所
領
で
あ
っ
た
。
又
此
丈
書
に
和
泉
國
大
番
領
と
あ
り
て
、
殿
下
御
方
及
び
高
熱
等
方
の
大
番
領
は
和
泉
國
の
中

で
一
定
の
所
領
だ
け
が
其
れ
と
定
ま
っ
て
み
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
近
江
概
津
二
國
で
も
同
君
で
あ
っ
た
に
相
違
な

い
。
其
故
に
右
の
三
ヶ
閣
を
以
て
大
番
國
と
定
め
た
と
言
ふ
こ
と
は
、
三
ヶ
國
で
藤
原
氏
が
本
家
と
な
も
大
番
領
た
る

こ
と
に
定
ま
っ
て
み
た
所
領
か
ら
出
す
本
家
役
に
大
番
盛
人
を
出
さ
し
め
た
こ
と
を
言
ふ
の
で
あ
る
。
曾
て
知
足
院
入

道
忠
實
が
保
元
の
初
鳥
朋
院
に
寄
進
し
た
庄
園
の
預
所
と
な
ら
ん
か
と
の
勅
意
を
う
け
た
と
き
、
彼
は
毅
然
と
し
て
累

颯
大
織
冠
森
番
微
臣
に
至
る
ま
で
数
十
代
の
間
指
差
線
の
任
に
あ
り
て
、
未
だ
領
家
の
職
に
益
せ
ら
れ
て
田
舎
を
知
行

（84）



　
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
家
の
再
議
に
も
な
る
故
、
敢
て
御
受
け
面
す
こ
と
は
出
定
ま
せ
ん
と
奉
答
せ
し
だ
け

あ
っ
て
（
五
）
、
藤
原
氏
は
庄
園
に
饗
し
て
は
常
に
本
家
（
本
所
）
と
な
り
、
最
高
の
領
主
樺
を
有
し
て
み
た
の
で
あ
る
が
、

其
本
家
役
に
所
領
か
ら
夫
役
や
物
資
を
出
さ
し
む
る
に
就
て
は
、
土
地
の
斌
況
に
從
は
し
む
る
こ
と
は
恰
も
令
制
の
課

役
に
於
け
る
と
同
様
の
者
が
あ
っ
た
。
延
喜
主
計
式
上
の
編
で
見
る
と
諸
物
に
は
課
し
て
調
庸
中
置
作
物
を
と
る
の
を

・
法
と
し
だ
が
、
畿
内
で
は
調
の
み
を
と
る
制
と
な
っ
て
み
る
の
は
畿
内
の
百
姓
は
毎
年
十
日
間
京
都
へ
出
て
歳
役
に
就

く
と
言
ふ
賦
役
令
の
法
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
が
、
藤
原
氏
で
も
之
に
類
し
た
こ
と
を
行
っ
て
み
た
。
土
地
の
遽
近
や

物
産
の
種
類
な
ど
を
考
へ
品
品
の
状
況
に
鷹
…
じ
て
、
或
は
人
夫
に
出
で
し
め
或
は
物
品
を
寓
さ
し
め
て
、
本
家
で
あ
る

藤
原
氏
の
殿
舎
の
修
築
や
値
例
臨
時
の
経
讐
等
の
爲
に
奉
仕
せ
し
め
た
。
固
よ
り
濁
り
藤
原
氏
の
み
此
類
の
こ
と
を
行

っ
た
の
で
は
な
く
、
多
く
の
庄
園
を
有
す
る
本
家
領
家
で
同
様
に
や
っ
て
み
た
が
、
「
兵
範
記
」
な
ど
を
見
る
と
容
易
に

此
間
の
事
情
が
察
せ
ら
れ
る
。
愛
に
大
番
舎
人
な
る
者
は
百
姓
が
京
に
田
で
、
藤
原
氏
の
爲
に
十
日
間
の
雑
役
を
勤
め

た
の
で
あ
る
か
ら
、
恰
も
右
に
言
へ
る
十
田
間
の
歳
役
に
似
た
者
で
、
官
は
そ
れ
を
畿
内
の
百
姓
を
し
て
勤
め
し
め
た

や
う
に
、
藤
原
氏
で
も
近
江
和
泉
概
津
の
三
ヶ
國
に
大
番
領
を
置
き
、
其
庭
か
ら
大
番
舎
人
を
出
さ
し
め
る
と
言
ふ
制

．
度
に
し
た
の
で
あ
る
Q
藤
原
氏
の
勝
領
は
畿
内
で
は
肉
城
大
和
河
内
に
も
あ
っ
た
が
、
山
城
は
膝
下
の
國
だ
か
ら
臨
時

の
雑
用
の
爲
に
領
民
を
使
ふ
こ
と
も
多
か
る
べ
く
、
大
和
は
興
編
寺
と
言
ふ
氏
寺
が
あ
る
と
言
ふ
…
關
係
が
あ
る
し
、
河

内
國
に
は
藤
原
氏
の
所
領
が
少
か
っ
た
（
六
）
と
言
っ
た
や
う
な
理
由
か
ら
、
此
等
の
國
々
か
ら
思
入
を
畠
さ
し
め
す
し

　
　
　
　
　
撮
爾
㈱
家
の
大
番
役
及
び
大
番
頒
の
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
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日
嗣
家
の
大
番
役
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番
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鯵
十
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一
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て
、
前
記
の
三
ケ
國
を
大
番
國
に
し
て
み
た
の
だ
ら
う
。
尤
も
三
國
内
の
凡
て
の
所
領
が
大
番
舎
人
の
み
を
出
す
の
で

は
な
く
、
大
番
領
と
定
ま
っ
た
駈
領
か
ら
出
し
た
の
で
あ
り
、
ヌ
前
記
の
「
、
近
衛
正
心
領
目
録
」
に
よ
る
と
、
＝
　
主
殿

・
揚
津
國
　
政
所
沙
汰
」
と
あ
る
故
、
藤
原
氏
の
主
殿
所
舎
入
（
七
）
を
欝
津
國
か
ら
出
し
た
。

　
叢
に
諸
國
に
散
布
し
て
み
た
藤
原
氏
の
所
領
は
、
其
成
立
の
山
來
に
よ
り
某
殿
領
某
院
上
等
の
形
で
呼
ば
れ
、
藤
原

氏
は
其
本
家
で
あ
っ
て
、
本
家
政
所
に
於
け
る
庄
園
事
務
の
取
扱
方
が
斯
様
な
鎮
の
部
類
で
行
は
れ
て
る
た
や
う
で
あ

　
る
。
大
番
役
の
舎
人
の
賦
課
法
の
如
き
は
領
別
で
あ
っ
だ
こ
と
が
、
提
示
の
断
文
に
よ
っ
て
推
定
し
得
ら
れ
る
。
藤
原

氏
の
所
領
が
京
極
殿
籏
、
知
足
院
豊
新
立
庄
．
重
陽
院
領
、
冷
泉
院
領
、
大
泉
殿
堂
、
其
他
種
々
名
義
を
も
っ
た
所
領

　
か
ら
成
っ
て
み
た
こ
と
は
、
「
近
衛
家
所
籏
昌
々
」
の
如
き
を
見
る
と
殊
に
翼
然
と
知
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
右
の
三

　
ケ
國
の
大
番
國
で
も
亦
此
等
の
名
義
の
庄
園
郷
保
が
藤
原
氏
の
所
領
と
な
っ
て
み
た
。
少
し
く
其
由
緒
を
探
る
と
、
京

極
殿
領
は
藤
原
忠
實
の
粗
父
の
京
極
大
殿
藤
原
師
實
の
知
行
し
て
み
た
所
頷
を
言
ひ
、
有
名
な
宇
治
關
塁
壁
通
が
有
し

・
た
莫
大
な
所
旗
か
ら
李
等
院
本
の
舜
を
善
い
π
残
部
で
あ
る
（
入
）
。
知
足
院
画
新
立
庄
と
は
藤
療
忠
實
が
新
に
設
立
し

だ
建
軍
氏
の
所
領
を
言
ひ
、
彼
が
羅
臼
在
夢
中
に
時
人
の
寄
進
に
任
せ
て
家
領
の
庄
園
を
作
っ
て
、
元
永
二
年
に
は
上

野
國
だ
け
で
も
五
千
町
に
及
び
、
院
よ
り
御
尋
ね
を
蒙
っ
た
程
で
あ
る
か
ら
（
九
）
、
此
新
組
庄
な
る
者
が
相
當
多
か
っ

た
こ
と
は
想
像
に
鯨
り
が
あ
る
。
次
に
高
陽
院
領
は
鳥
朋
上
皇
の
皇
后
泰
子
の
所
領
で
あ
っ
た
者
だ
。
藤
原
忠
實
の
女

の
泰
子
は
長
承
二
年
鳥
朋
上
皇
の
皇
宮
に
入
り
、
翌
年
皇
后
と
な
り
、
保
延
五
年
以
下
高
陽
院
と
言
ふ
院
號
を
許
さ
れ
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て
る
る
が
、
い
つ
の
頃
に
於
て
か
忠
實
は
彼
の
養
女
四
條
宮
（
後
冷
泉
院
妻
后
）
か
ら
相
盗
し
て
み
た
所
領
を
此
の
高
陽

院
泰
子
に
譲
っ
た
。
從
っ
て
其
田
数
は
亘
額
に
上
っ
て
み
た
が
、
久
壽
二
年
に
泰
子
が
崩
す
る
と
，
高
陽
院
泰
子
の
所

領
が
凡
て
照
照
家
に
蹄
薦
す
る
こ
と
、
な
っ
て
、
氏
長
者
相
傳
の
所
領
と
な
っ
た
者
が
、
師
ち
高
陽
院
領
な
る
も
の
で

あ
る
Q
以
上
の
三
者
は
不
安
朝
の
末
楽
書
藤
原
氏
の
所
領
の
中
で
殊
に
重
要
な
者
で
あ
っ
π
Q

　
藤
療
氏
の
大
番
舎
入
は
、
近
江
和
泉
墨
黒
の
三
ヶ
國
に
於
け
る
此
等
の
所
領
の
中
で
大
番
領
で
あ
っ
た
所
か
ら
徴
ら

れ
だ
筈
で
あ
る
が
、
叢
に
比
較
三
明
・
臼
に
知
ら
れ
る
の
は
高
陽
院
頷
か
ら
出
さ
お
べ
き
舎
人
の
数
で
あ
る
。
今
前
示
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
む
　
　
　
む
　
む

人
数
表
の
断
片
を
見
る
と
高
陽
等
方
華
人
と
あ
る
が
、
之
は
高
三
雲
に
上
番
す
べ
き
含
入
の
義
で
は
な
い
。
若
し
そ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

な
ら
ば
此
舎
人
の
勤
む
べ
き
場
所
が
政
所
や
下
家
司
で
は
な
く
て
院
臆
や
院
司
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
Q
文
中
に
政
所
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

下
家
司
が
見
え
る
の
は
勿
論
關
自
家
の
政
所
や
下
家
司
に
上
番
す
る
こ
と
を
言
っ
た
の
で
あ
る
。
重
陽
院
方
含
人
と
い

ふ
の
は
、
和
泉
國
大
島
庄
に
就
て
前
に
一
例
を
示
し
た
る
が
如
き
高
陽
院
方
大
番
領
か
ら
奉
仕
す
る
大
番
舎
人
で
あ
っ

だ
Q
「
東
廃
寺
文
童
寓
」
を
見
る
と
建
長
二
年
十
一
月
の
藤
原
道
家
の
総
十
分
状
に
は
、
前
構
政
兼
経
に
譲
っ
た
所
領
の
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、
「
大
番
直
入
女
院
方
露
分
三
箇
國
入
田
庄
官
分
」
と
あ
り
、
大
番
画
人
の
残
り
の
宇
分
は
右
大
臣
山
家
に
譲
ら

れ
た
が
、
叢
に
女
院
方
宇
分
三
箇
國
と
あ
る
の
は
、
暴
開
家
の
大
番
國
三
ヶ
國
か
ら
出
す
べ
き
大
番
舎
入
の
中
の
女
院

領
よ
り
當
時
寓
す
べ
か
り
し
分
の
圭
算
を
指
し
た
る
者
な
る
こ
と
、
之
を
以
て
入
田
庄
孚
分
の
大
番
會
人
と
言
ふ
の
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

並
列
せ
し
め
た
こ
と
に
依
っ
て
明
臼
で
あ
る
。
高
陽
院
方
勝
人
と
言
ふ
の
も
、
畢
寛
高
彫
院
領
の
名
義
あ
る
藤
原
氏
の

　
　
　
　
掘
同
家
の
大
番
役
及
び
大
番
頗
の
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
谷
　
第
三
號
　
　
四
二

（S7）



　
　
　
　
蟻
翻
家
の
大
番
役
及
び
大
番
領
の
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
幸
七
怒
　
第
三
號
　
　
四
一
ご

所
領
か
ら
出
す
べ
き
大
番
含
人
で
あ
っ
た
と
解
す
る
の
外
は
な
い
。
そ
し
て
彼
の
断
片
に
は
多
々
高
彫
撃
方
舎
人
な
る

者
の
み
を
載
せ
て
み
る
け
れ
ど
も
．
大
番
の
三
國
に
は
李
治
の
時
代
に
於
て
高
陽
院
領
の
外
に
京
極
殿
領
知
足
院
殿
新

傷
庄
な
ど
が
あ
っ
た
こ
と
は
明
白
な
の
だ
か
ら
、
右
の
難
文
の
始
の
方
に
此
等
の
庄
園
か
ら
毘
す
大
番
舎
人
の
こ
と
が

見
え
て
み
た
で
あ
ら
う
こ
と
も
亦
、
最
後
の
舎
人
総
数
な
る
者
を
見
て
容
易
に
首
肯
し
得
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

　
更
に
立
ち
入
っ
て
高
距
院
領
を
考
ふ
る
に
、
藤
原
鍋
墨
に
は
忠
通
と
頼
長
と
の
二
男
が
あ
っ
た
が
、
忠
實
は
次
子
頼

長
の
才
を
愛
し
、
久
安
六
年
九
月
途
に
長
子
醐
臼
忠
通
の
氏
長
者
権
を
奪
っ
て
、
弟
の
左
大
臣
受
忍
に
授
け
だ
。
併
し

忠
蓮
は
其
後
も
依
然
と
し
て
關
臼
を
績
け
、
且
鳥
朋
上
皇
の
寵
を
受
け
て
み
て
、
か
の
忠
實
課
長
の
二
人
は
上
皇
及
び
忠

通
と
和
せ
す
、
遽
に
保
元
の
飢
を
起
す
こ
と
、
な
っ
た
が
、
其
結
果
は
上
皇
及
び
忠
蓮
の
勝
利
に
鰭
し
た
か
ら
、
叢
に

朝
廷
は
新
例
を
開
い
て
左
大
臣
頼
長
の
有
す
る
藤
原
氏
の
長
者
権
を
奪
っ
て
關
自
忠
蓮
に
輿
へ
ら
れ
た
（
一
〇
）
。
同
時
に
．

叉
、
頼
長
が
支
配
し
て
來
た
氏
長
者
の
世
襲
所
領
が
凡
て
忠
通
に
移
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
保
元
元
年
七
月
廿
日
に
忠

實
か
ら
忠
蓮
に
渡
さ
れ
た
氏
長
者
傳
旗
の
断
領
昌
銀
の
中
に
は
、
右
の
艶
陽
院
領
も
載
せ
ら
れ
て
み
た
（
＝
）
。
其
故
に

連
年
か
ら
僅
に
三
年
目
で
あ
る
李
治
元
年
に
大
番
含
人
が
召
集
さ
れ
た
と
き
、
時
の
氏
長
者
で
あ
っ
た
鵬
白
藤
原
基
實

は
、
高
議
院
領
た
る
大
番
領
か
ら
も
之
を
と
り
得
た
こ
と
は
疑
ふ
望
地
な
く
、
さ
れ
ば
こ
そ
上
記
の
如
き
入
数
帳
を
見

た
の
で
あ
る
。
建
久
五
年
の
「
近
衛
家
所
領
目
録
」
に
は
高
陽
三
越
と
し
て
、
癒
津
國
に
四
ヶ
所
、
和
泉
國
に
二
ヶ
所
、

近
江
國
に
三
ヶ
所
の
所
領
の
名
が
見
え
る
。
併
し
此
内
の
何
庭
に
大
番
領
が
あ
っ
た
か
明
か
で
な
い
。
大
番
國
を
別
記

（8S）



に
し
だ
凶
暴
鎌
の
書
き
方
で
は
此
以
外
の
所
に
も
大
番
領
が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
澱
。
「
田
代
文
書
」
を
見
る
と
、
右
の

目
録
に
な
き
和
泉
國
大
鳥
郷
の
中
に
て
少
く
と
も
王
朝
時
代
の
末
承
安
三
年
以
後
に
翫
關
家
大
番
領
あ
り
し
こ
と
明
白

で
あ
り
、
正
和
四
年
五
月
の
乗
圓
陳
駅
に
至
る
と
、
殿
下
御
方
舎
人
と
高
館
院
御
方
舎
人
と
が
あ
っ
て
其
頃
に
は
大
鳥

庄
（
卿
）
に
殿
下
と
高
陽
院
と
の
二
方
の
大
番
領
が
在
っ
た
が
、
高
陽
院
御
方
大
番
領
の
慶
陵
は
關
臼
家
の
畢
朕
を
得
て

武
家
に
訴
へ
て
る
る
か
ら
（
一
二
）
、
瀾
虚
血
が
高
々
院
に
聾
し
て
も
本
所
で
あ
る
と
言
ふ
關
係
の
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ

る
。
但
癒
閣
家
大
番
役
と
高
陽
院
方
大
番
領
と
の
内
部
開
壇
は
之
以
上
の
こ
と
を
明
か
に
な
し
難
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
三
、
大
番
含
人
の
数

　
前
項
に
掲
げ
た
李
治
元
年
の
含
人
々
数
帳
を
材
料
に
し
て
、
其
時
の
大
番
舎
人
の
大
数
を
計
る
こ
と
は
毘
來
ぬ
で
あ

ら
う
か
。
か
の
断
交
か
ら
、
ω
高
士
院
領
か
ら
上
番
す
る
連
人
に
摩
し
て
、
李
治
元
年
の
五
月
中
旬
下
旬
と
六
月
上
句

の
三
旬
の
数
が
細
る
し
、
②
大
番
國
の
近
江
和
泉
播
磨
の
三
ケ
國
か
ら
出
し
だ
総
含
人
数
が
知
れ
る
Q
只
惜
む
ら
く
は

此
総
数
は
高
専
職
方
舎
人
の
み
で
あ
る
や
ら
、
何
程
の
期
間
に
於
け
る
人
数
で
あ
る
や
ら
其
邊
が
全
く
不
明
で
あ
る
。

併
し
彼
此
考
へ
合
せ
る
と
大
番
心
入
の
総
数
が
亭
々
推
量
さ
れ
る
か
に
考
へ
る
。

　
先
づ
高
十
三
領
か
ら
上
る
古
人
に
就
て
は
、
李
治
元
年
五
月
中
旬
に
三
十
四
人
牢
、
同
下
旬
に
三
十
九
人
、
六
月
上

旬
に
三
十
五
入
と
定
め
て
之
を
召
集
し
た
の
で
あ
る
。
此
事
は
三
ヶ
國
の
高
産
院
領
か
ら
毎
日
三
十
五
八
乃
至
四
十
人

位
の
含
入
が
上
番
し
て
、
十
H
間
動
務
の
上
、
次
の
舎
人
と
交
替
す
べ
き
も
の
と
な
っ
て
み
た
こ
と
を
語
る
。
尤
も
之

　
　
　
　
鷹
關
家
の
大
番
役
及
び
大
番
領
の
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
纂
十
七
巷
　
第
三
號
　
　
四
＝
ご

（S9）



　
　
　
　
霊
棚
家
の
大
番
役
及
び
大
番
領
の
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
巷
　
第
三
號
　
　
四
一
四

は
政
所
か
ら
召
集
さ
れ
た
入
麺
で
、
實
際
に
於
て
上
番
し
た
工
数
は
種
々
の
故
障
に
妨
げ
ら
れ
て
之
よ
り
も
少
く
、
五

月
中
旬
は
三
十
一
人
孚
、
同
下
旬
は
三
十
入
、
六
月
上
旬
は
二
十
五
人
が
、
上
番
し
て
勤
務
に
就
い
た
實
数
で
、
表
に
は

之
が
「
定
」
と
あ
り
他
は
不
墾
者
で
あ
っ
た
。
高
陽
男
方
舎
人
の
一
ケ
月
分
の
歌
謡
が
之
で
割
る
。
次
に
此
表
の
結
末
に

三
ヶ
國
か
ら
の
大
番
含
人
の
総
数
と
香
し
き
者
が
見
え
る
。
其
総
数
二
百
六
十
八
人
で
、
内
約
は
近
江
國
二
百
六
人
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ぢ

和
泉
國
四
十
一
人
、
婚
津
國
廿
徐
人
で
あ
っ
淀
。
先
づ
此
数
が
洩
る
期
間
に
於
け
る
大
番
韓
人
の
総
数
で
あ
っ
た
こ
と

は
断
定
を
妨
ら
澱
。
此
場
合
の
三
國
は
大
番
國
の
三
國
で
あ
る
し
、
大
番
含
人
以
外
の
者
を
混
入
し
て
計
上
し
た
と
も

思
は
れ
な
い
。
次
に
此
二
百
六
十
入
入
と
言
ふ
数
は
、
召
集
さ
れ
た
舎
人
数
で
は
な
く
、
池
中
か
ら
不
墾
者
若
干
を
除

い
た
者
で
、
文
中
楚
し
と
昊
る
者
の
総
和
だ
と
受
．
芸
難
思
置
が
藤
入
と
あ
っ
て
、
羅
姦
に
∴

つ
て
み
な
い
こ
と
か
ら
知
ら
れ
る
。
何
と
な
れ
ば
此
表
に
あ
る
高
野
要
領
の
舎
入
を
見
る
と
、
暴
津
國
で
は
、
國
友
六

人
、
単
行
輿
望
入
、
鶴
里
十
六
人
の
三
つ
が
あ
り
た
る
こ
と
は
、
夫
々
に
就
て
不
予
一
人
暴
津
國
司
妨
、
不
墾
六
入
撮

津
國
、
不
墾
九
人
構
津
國
と
な
っ
て
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
手
で
あ
る
が
、
此
分
の
召
集
数
合
計
は
四
十
五
入
と
な
り

不
参
者
廿
里
は
十
六
入
と
な
り
、
差
引
廿
九
人
が
娠
津
國
の
見
黎
者
と
な
る
。
尤
も
之
は
高
子
院
領
の
分
で
あ
り
、
又

註
に
不
墾
者
が
掘
津
國
と
あ
る
か
ら
垣
壁
な
分
で
、
實
は
娠
津
國
か
ら
此
以
外
に
含
人
を
と
っ
て
み
て
も
、
現
に
此
表

の
中
に
其
れ
が
あ
っ
て
も
不
明
な
の
か
も
知
ら
ぬ
と
畜
ふ
疑
問
も
起
さ
れ
得
る
や
う
だ
が
、
然
る
に
聖
算
に
於
て
は
之

が
撮
津
國
か
ら
幽
し
把
大
番
舎
人
の
総
数
で
あ
っ
た
。
其
事
は
表
の
末
尾
の
総
数
が
暴
津
國
廿
鯨
人
と
あ
る
の
で
知
ら



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

れ
る
。
之
は
右
の
骨
九
人
と
封
比
し
て
考
へ
ら
る
べ
き
数
だ
。
實
に
之
が
廿
旧
年
と
あ
っ
て
特
に
正
確
な
数
で
書
か
れ

て
み
な
い
所
を
注
意
す
べ
き
だ
。
か
の
総
数
二
百
六
十
八
人
か
ら
近
江
國
二
百
六
入
と
和
泉
國
四
十
一
人
と
を
減
す
る

と
、
概
津
國
は
廿
一
人
と
な
る
べ
き
に
拘
ら
す
、
之
を
廿
掛
入
と
な
し
だ
の
は
相
當
の
理
由
の
あ
る
こ
と
に
相
違
が
な

い
。
卑
見
で
は
、
此
表
を
見
て
直
に
判
る
如
く
、
播
磨
國
で
は
此
時
に
國
司
の
妨
害
等
の
爲
に
舎
入
の
上
洛
に
支
障
を

生
じ
易
か
っ
π
か
ら
、
前
述
の
廿
九
人
の
中
に
も
實
は
更
に
不
婁
者
が
あ
っ
π
や
う
で
、
表
に
見
え
旋
見
習
者
を
合
計

す
る
と
三
ヶ
國
の
舎
入
見
墾
者
の
総
数
を
二
百
六
十
入
入
と
計
上
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
が
、
其
れ
で
は
斑
雛
國
の
分

が
前
後
で
廿
九
人
と
廿
一
人
と
の
差
を
生
じ
辻
褄
が
合
は
な
い
の
で
、
荘
に
娠
津
國
を
廿
籐
人
と
な
し
其
数
を
正
確
に

底
ひ
得
な
か
っ
た
の
だ
ら
・
と
畳
・
藤
塚
か
善
ふ
に
丈
量
些
の
此
時
期
に
舞
國
か
ら
召
・
れ
た
食
働

は
高
陽
院
領
の
み
で
あ
っ
た
と
考
へ
て
る
る
課
で
あ
る
。
之
に
反
し
近
江
國
の
二
百
六
人
と
遵
ふ
が
如
き
多
数
の
舎
人

は
、
之
を
猫
り
高
陽
院
領
の
み
か
ら
串
た
と
見
る
の
は
恐
ら
く
は
不
嘗
で
あ
っ
て
、
他
領
の
庄
園
か
ら
召
さ
れ
た
者
も

含
め
た
者
と
思
は
ざ
る
を
得
な
い
。
此
表
の
解
繹
と
し
て
は
此
以
上
の
方
法
を
見
出
さ
ぬ
。

　
然
ら
ば
如
何
な
る
期
間
に
於
て
、
何
れ
の
領
か
ら
、
此
総
数
二
百
六
十
観
入
の
舎
人
が
上
番
し
た
か
と
言
ふ
こ
と
が

次
の
問
題
と
な
る
が
、
此
問
題
は
五
月
中
旬
か
ら
六
月
上
旬
ま
で
の
一
ヶ
月
間
の
高
陽
瀬
田
盛
人
の
上
番
者
八
十
六
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
セ
　
　
へ
　
　
つ
　
　
へ

を
除
い
て
、
黒
髪
の
百
入
十
二
人
が
、
如
何
な
る
期
間
に
何
鎮
か
ら
上
っ
た
か
を
知
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
Q
慮
で
此
百
入

十
二
人
は
高
陽
院
領
「
ケ
月
分
八
十
二
人
の
約
二
倍
と
な
る
か
ら
、
二
ヶ
月
分
の
画
人
に
高
館
す
る
と
言
ふ
こ
と
に
な

　
　
　
　
鰯
關
家
の
大
番
役
及
び
大
番
領
の
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
巻
　
第
三
號
　
　
四
】
五



　
　
　
　
塒
蝦
關
㎜
家
の
大
番
役
及
び
屯
人
漁
四
領
の
確
酬
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
餓
棚
曇
し
U
燃
獅
　
第
一
二
號
　
　
　
腿
回
㎜
轟
ハ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ぢ
　
　
へ
　
　
も
　
　
セ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も

る
の
は
疑
の
蝕
地
が
な
い
。
從
っ
て
焼
残
り
の
二
ヶ
月
分
の
主
人
が
、
建
治
元
年
の
何
月
の
第
何
旬
か
ら
二
ヶ
月
閥
、

む
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

何
地
か
ら
出
た
者
で
あ
る
か
や
問
題
と
な
る
次
第
で
め
る
。
之
を
考
定
す
る
の
は
相
即
困
難
な
問
題
で
あ
る
が
、
思
ふ

し
此
等
籐
の
二
ヶ
月
分
に
は
高
陽
院
方
の
含
入
を
含
ま
な
い
で
あ
ら
う
。
右
の
表
に
も
高
腰
院
主
舎
人
と
言
ふ
見
出
し

で
書
き
始
め
て
み
る
慮
を
見
る
と
、
高
曇
院
領
の
分
は
こ
れ
だ
け
だ
と
雷
つ
た
意
図
が
明
白
に
翠
玉
宇
の
上
に
窺
は
れ

る
。
も
し
此
表
で
気
前
の
方
に
も
高
陽
単
方
記
入
が
あ
っ
て
莫
苦
き
が
現
存
し
て
み
る
の
だ
と
す
る
と
、
特
に
高
陽
院

方
と
し
て
然
も
五
月
申
旬
か
ら
と
言
ふ
襟
な
中
途
邊
の
書
き
饗
し
と
な
っ
て
み
る
の
が
奇
で
あ
る
Q
故
に
之
は
高
陽
院

方
の
分
は
凡
て
こ
、
に
見
え
、
他
の
ニ
グ
華
分
は
他
年
か
ら
出
π
の
で
あ
る
、
例
へ
ば
京
極
才
領
や
、
知
足
院
革
新
立

庄
な
ど
か
畠
た
秀
善
は
ざ
・
を
得
な
い
．
そ
し
て
前
醤
袋
書
し
の
青
墨
鳶
奮
つ
い
て
；
提
鵡

う
に
、
殿
下
御
方
大
番
領
と
高
閣
酵
素
大
番
頷
と
が
併
草
し
、
後
者
の
難
掌
は
關
臼
家
の
御
激
書
を
得
て
暴
状
と
な
し

て
武
家
に
訴
訟
す
る
と
言
ふ
有
標
で
あ
り
、
且
叉
藤
原
氏
で
も
高
陽
院
御
庄
々
な
る
者
を
氏
者
の
長
傳
來
所
領
と
庭
別

し
て
み
た
事
實
（
一
三
）
を
合
せ
考
ふ
る
と
き
、
京
極
殿
領
や
知
足
埋
草
新
案
庄
な
ど
か
ら
出
る
舎
人
は
、
軍
に
殿
下
御
方

含
人
と
言
ふ
楼
に
な
っ
て
ゐ
穴
も
の
と
考
へ
る
。

　
次
に
解
決
を
要
す
る
こ
と
は
、
既
獲
籐
の
ニ
ケ
月
分
と
言
ふ
の
は
、
五
月
中
旬
以
後
表
に
見
え
る
蓮
り
に
高
陽
院
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
あ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

舎
人
が
上
番
し
た
一
ヶ
月
間
罵
煽
て
、
之
と
相
転
ん
で
即
ち
相
共
に
、
他
領
か
ら
出
た
数
で
め
る
か
、
一
或
は
別
に

　
　
　
　
　
　
セ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
わ
　
ヘ
　
　
へ

彼
の
五
月
中
旬
以
前
に
遡
っ
て
こ
ヶ
月
聞
他
領
か
ら
田
で
た
数
で
あ
る
か
、
二
者
の
何
れ
で
あ
っ
た
か
を
決
定
せ
ね
ば



な
ら
ぬ
。
此
淡
定
の
仕
方
如
何
で
殿
下
大
番
役
舎
人
の
総
数
に
差
を
生
す
る
。
彼
と
此
と
で
實
に
三
豊
一
の
差
を
生
す

る
こ
と
に
な
る
。
然
る
に
薙
に
注
意
す
べ
き
は
、
傍
謹
に
よ
れ
ば
、
藤
原
氏
の
政
所
の
強
盗
の
み
を
と
っ
て
見
て
も
、

墨
筆
が
五
十
人
を
下
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
明
臼
だ
。
仁
王
二
年
入
月
詣
八
日
藤
原
忠
實
は
鳥
朋
上
皇
の
御
五
十
歳
の
賀

を
諾
し
た
が
、
既
時
京
洛
及
び
附
近
の
五
十
ケ
寺
に
勝
て
議
経
の
儀
を
行
っ
た
。
各
寺
に
宛
て
、
は
諸
大
夫
諸
司
官
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
む

を
派
遣
し
た
の
だ
が
、
各
派
急
使
に
甥
し
て
政
所
舎
人
一
入
宛
を
差
副
へ
た
の
で
あ
る
（
一
四
）
。
此
五
十
人
の
政
所
舎
人

は
如
何
に
し
て
鵠
來
だ
者
か
が
一
つ
の
疑
問
と
な
る
が
、
諸
掛
家
政
所
の
舎
人
が
之
だ
け
で
あ
っ
た
と
も
思
へ
譲
。
寧

ろ
此
数
を
超
え
て
み
た
に
相
違
な
か
ら
う
。
其
道
に
は
番
上
の
舎
人
で
な
く
常
勤
の
含
人
も
あ
っ
た
で
あ
ら
う
が
、
叢

に
か
の
大
番
會
人
で
も
政
所
に
奉
仕
す
る
と
定
ま
っ
て
み
た
者
は
、
之
れ
亦
政
所
罪
人
に
雲
脂
な
く
、
右
の
五
十
人
に

は
言
種
の
大
番
尋
人
を
含
む
で
る
た
で
あ
ら
う
こ
と
を
疑
ひ
得
ぬ
。
然
る
に
政
所
舎
人
が
五
十
入
以
上
に
も
な
る
が
爲

に
は
、
三
ヶ
國
の
大
番
擬
人
の
中
で
政
所
分
と
し
て
配
置
さ
れ
た
者
が
相
馬
に
多
数
加
は
ら
ね
ば
な
ら
澱
こ
と
は
、
含

人
々
藪
帳
の
断
簡
に
見
ゆ
る
所
で
は
、
高
陽
院
黒
黒
誌
上
番
人
の
中
で
、
政
所
に
勤
め
た
分
が
五
月
中
匂
十
七
人
同
下

旬
十
六
人
掛
月
上
旬
十
一
人
と
言
ふ
警
備
で
あ
わ
、
政
所
分
で
な
い
他
所
に
割
當
て
ら
れ
た
者
を
総
計
し
て
も
、
総
数

三
十
人
乃
至
五
十
人
の
者
が
毎
日
勤
番
し
て
み
た
数
で
あ
っ
た
。
郎
ち
此
三
十
入
乃
至
五
十
人
を
政
所
の
管
掌
（
沙
汰
）

に
よ
っ
て
勤
番
に
就
い
て
み
た
者
だ
と
言
ふ
意
味
で
凡
て
を
政
所
舎
人
だ
と
言
っ
て
み
た
に
し
て
も
、
1
但
そ
れ
は

無
理
な
こ
と
だ
一
な
ほ
か
の
仁
李
二
年
の
五
十
人
の
舎
人
に
は
及
び
難
い
位
で
あ
る
。
況
ん
や
李
治
元
年
と
異
な
り

　
　
　
　
部
門
録
の
大
番
役
及
び
大
番
領
の
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
雀
　
簸
三
塁
　
　
闘
一
七

（93）



　
　
　
　
思
置
家
の
大
番
役
及
び
大
番
領
の
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
十
七
巷
第
三
號
　
四
一
入

唐
孕
二
年
は
高
陽
院
泰
子
の
崩
じ
た
久
壽
二
年
の
三
年
前
で
、
高
正
院
領
は
ま
だ
泰
子
の
許
に
あ
っ
て
藤
原
氏
の
駈
領

で
は
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
、
右
の
表
の
罰
合
で
行
く
と
、
大
番
舎
人
の
数
は
之
よ
り
蝕
程
－
恐
ら
く
三
分
の
｝
位
も

一
少
か
っ
た
筈
で
あ
る
。
そ
れ
で
み
て
政
所
含
入
が
五
十
人
以
上
だ
つ
た
と
す
る
と
、
高
手
院
領
を
加
へ
た
後
の
李

治
元
年
の
舎
人
の
数
は
、
其
れ
に
比
例
し
て
加
は
つ
て
來
た
に
し
て
も
減
じ
た
筈
は
無
か
ら
う
か
ら
、
此
等
の
事
を
考

へ
る
と
結
局
、
か
の
断
文
末
尾
の
二
百
六
十
落
入
は
三
ヶ
月
分
で
は
な
く
て
、
五
月
中
旬
下
旬
と
六
月
上
旬
と
の
一
ヶ

月
分
の
総
数
だ
と
考
へ
ざ
る
を
得
な
い
。
之
を
一
ヶ
月
分
蜘
ち
三
旬
分
の
総
数
と
見
て
、
各
誌
の
上
番
舎
費
の
数
は
九

十
入
寮
と
な
る
。
之
が
毎
日
勤
務
し
て
み
た
含
人
の
数
で
、
不
思
者
を
見
積
る
と
、
毎
月
召
集
さ
れ
た
大
番
含
人
の
総

警
査
頁
乃
書
二
大
位
で
あ
っ
苓
・
の
ら
・
．
　
　
　
　
　
　
　
岡

　
之
を
要
す
る
に
大
番
黒
人
の
入
数
表
は
断
片
し
か
残
っ
て
み
な
い
が
、
右
の
如
き
考
謹
の
結
果
と
し
て
、
雲
表
の
原

形
で
は
高
陽
院
方
含
人
の
外
に
、
京
極
殿
領
や
知
足
院
黒
黒
立
庄
な
ど
か
ら
出
る
大
番
舎
人
が
、
共
に
五
月
中
旬
と
下

旬
及
び
六
月
上
旬
の
三
旬
に
勘
忍
て
ら
れ
て
る
た
と
思
は
れ
る
し
、
早
馬
野
方
玉
人
が
表
の
最
後
に
な
っ
て
み
て
、
其

れ
が
現
存
す
る
部
分
で
あ
ら
う
と
思
ふ
◎

　
以
上
の
考
選
を
纒
め
る
と
次
の
三
箇
の
結
論
に
達
す
る
。
王
朝
時
代
の
末
期
、
正
確
に
は
慰
種
元
年
に
於
て
、
藤
原

氏
長
者
の
大
番
役
の
爲
に
、

　
σ
り
　
大
番
中
人
が
塘
路
交
替
の
制
に
依
り
、
毎
旬
凡
そ
百
人
乃
至
百
二
十
人
召
集
さ
れ
た
が
、
其
中
か
ら
凡
そ
七
割



　
　
　
乃
至
九
罰
の
含
入
が
無
事
に
上
番
し
た
。

　
②
　
大
番
含
入
は
大
番
國
と
定
ま
っ
て
み
な
近
江
和
泉
撮
津
の
三
國
の
大
番
領
か
ら
召
さ
れ
た
。

　
㈲
　
三
國
に
は
京
極
殿
領
、
知
足
院
楽
器
立
華
、
蘇
陽
院
領
や
其
他
の
名
を
有
す
る
家
領
が
あ
っ
た
が
、
其
等
か
ら

　
　
　
鵠
る
大
番
殺
人
は
殿
下
御
方
書
入
と
高
二
院
方
舎
人
と
の
二
個
の
名
義
に
分
れ
て
み
た
や
う
で
あ
る
。

　
大
番
舎
人
の
賦
課
と
土
地
と
の
關
係
に
つ
い
て
は
、
な
ほ
後
の
舎
人
名
の
項
で
燭
れ
る
所
が
あ
る
。

　
右
ば
李
安
朝
起
の
怪
態
で
あ
る
。
鎌
倉
時
代
に
な
る
と
之
よ
り
悪
く
な
り
こ
そ
す
れ
善
く
は
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
、

藤
原
氏
の
全
盛
時
代
の
大
番
舎
人
を
之
で
知
り
う
る
。
大
番
舎
人
を
知
る
こ
と
は
藤
原
氏
の
政
所
の
組
織
と
活
動
と
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

下
暦
的
部
分
を
知
る
所
以
で
あ
る
。
鎌
倉
時
代
に
な
っ
て
攣
っ
た
こ
と
の
…
っ
は
、
藤
原
氏
の
大
番
含
蓄
が
棺
績
分
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

等
に
よ
り
分
割
さ
れ
た
と
思
は
る
、
こ
と
で
、
前
に
一
言
せ
し
建
長
二
年
十
一
月
の
藤
原
道
家
の
総
慮
分
光
を
見
る
と
博

大
番
舎
人
の
幾
分
が
前
暴
政
兼
経
と
右
大
臣
三
家
に
分
與
さ
れ
て
る
る
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
四
、
大
番
含
入
の
召
集
と
上
番
，

　
撮
墨
家
の
大
番
舎
人
が
京
都
か
ら
召
集
さ
れ
て
上
番
し
た
過
程
も
野
々
之
を
知
り
得
る
。
其
れ
は
殿
下
政
所
で
含
人

の
事
務
を
執
り
、
京
に
は
大
番
の
番
頭
が
あ
り
、
政
所
の
命
令
で
番
葉
の
含
人
を
何
人
か
つ
＼
上
番
さ
せ
た
。

　
先
づ
殿
下
政
所
は
撮
關
家
領
の
庄
園
等
に
聾
す
る
財
務
は
凡
て
此
庭
で
行
ふ
た
の
だ
か
ら
、
庄
園
等
所
領
の
賦
役
の

一
つ
で
あ
る
、
大
番
舎
人
を
此
虚
で
取
扱
つ
た
の
は
當
然
で
あ
る
が
、
世
々
引
用
す
る
「
近
衛
家
所
領
目
録
」
に
も
、
大
番

　
　
　
　
癒
關
家
の
大
番
役
及
び
大
番
領
の
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
巻
　
第
三
號
　
　
四
｝
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
舜



　
　
　
　
蟻
蘭
嫁
の
大
番
役
及
び
大
番
頷
の
醗
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
舞
十
七
巻
　
第
｝
二
尊
　
　
関
二
〇

轟
々
は
政
令
沙
汰
と
な
っ
て
み
る
。
此
本
家
政
所
か
ら
命
を
う
け
て
大
番
含
人
の
上
番
の
事
を
管
掌
し
た
者
を
番
頭
と

言
っ
た
こ
と
に
就
て
は
、
罎
關
家
の
政
所
の
年
中
行
事
を
書
い
た
「
執
政
所
製
し
の
八
月
御
所
主
事
の
條
に
、
御
所
一

こ
、
に
御
所
は
概
貌
家
政
所
一
に
糺
し
て
翼
々
か
ら
魚
貝
菓
子
を
貢
…
進
せ
し
め
る
慣
例
を
記
し
た
る
中
に
、
「
和
泉
暴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

津
近
江
國
之
野
鼠
主
殿
所
等
、
宛
二
魚
貝
㎝
召
レ
之
、
爲
レ
例
無
レ
令
二
塀
怠
｝
、
年
預
下
家
司
成
二
下
文
一
、
召
二
仰
番
頭
等
一
、
不
レ
倉
レ

惚
…
ゾ
之
」
と
見
え
る
。
弦
に
番
頭
等
と
は
責
任
を
以
て
年
貢
課
役
の
徴
牧
の
實
務
に
當
つ
た
者
を
言
ひ
、
年
預
下
家
司
と

は
撮
南
画
政
所
の
年
預
を
勤
む
る
下
家
司
で
あ
る
（
…
五
）
。
和
泉
雛
津
近
江
三
ヶ
國
の
大
番
舎
人
と
振
津
國
の
主
殿
所
含

人
と
に
翻
し
て
、
八
月
に
魚
貝
を
上
納
せ
し
め
る
が
爲
に
は
、
．
先
づ
政
所
の
年
預
下
家
司
が
下
文
に
署
嘉
し
て
、
番
頭

等
に
下
命
し
て
上
納
を
怠
る
こ
と
の
な
い
や
う
責
任
を
も
た
し
め
た
の
で
あ
る
。
こ
の
慣
習
が
い
つ
頃
に
成
立
し
た
か

王
朝
時
代
か
ら
既
に
あ
っ
た
こ
と
、
思
ふ
が
、
殿
下
大
番
役
玉
入
の
召
集
の
如
き
も
、
凡
そ
之
と
同
様
の
手
績
で
あ
っ

た
・
，
一
と
を
疑
は
ぬ
Q
此
等
の
豪
彊
の
大
番
舎
人
か
ら
魚
貝
を
出
さ
し
め
る
手
心
と
言
ふ
者
は
、
又
同
一
の
大
番
含
入
を

し
て
京
都
に
上
番
せ
し
め
る
が
爲
の
召
集
手
綾
と
一
致
す
る
と
思
は
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
Q

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む

　
「
執
政
所
妙
」
に
言
ふ
右
の
番
頭
は
同
書
の
四
月
吉
田
祭
事
の
條
を
参
照
す
る
と
、
庄
番
頭
に
封
ず
る
京
番
頭
な
る
名

義
を
有
し
京
都
に
は
大
番
舎
人
催
促
等
の
受
持
事
務
の
爲
に
一
の
番
頭
制
度
が
あ
っ
た
者
と
思
は
る
、
け
れ
ど
も
（
一

六
）
、
愛
に
和
泉
癩
津
の
大
番
領
に
庄
の
番
頭
制
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
「
田
代
交
書
」
寛
喜
三
年
八
月
一
日
の
關
東
御
数
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

は
、
和
泉
撮
津
近
江
三
箇
國
の
大
番
舎
入
に
關
し
て
六
波
羅
に
指
倉
を
下
し
た
る
内
に
、
「
抑
轟
津
國
守
護
代
押
二
子
番

（96）



謬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

頭
友
清
後
家
蒔
米
四
十
石
一
事
、
相
二
尋
子
細
一
、
事
端
者
、
早
言
篇
巻
返
こ
と
あ
り
て
、
癒
津
國
の
番
頭
の
一
例
が
見
え
、

貞
和
三
年
忌
月
和
泉
國
大
鳥
庄
上
條
地
頭
田
代
了
賢
の
重
陳
歌
に
は
、
南
庄
に
番
頭
あ
り
し
こ
と
が
見
え
る
。
而
し
て

此
大
番
領
の
番
頭
が
鎌
倉
褥
代
か
ら
在
っ
た
こ
と
も
明
歪
な
事
實
で
あ
る
。
併
し
乍
ら
何
れ
の
大
番
領
に
も
番
頭
制
度

が
あ
っ
π
と
言
ふ
謹
振
は
挙
げ
に
く
い
。
寧
ろ
番
頭
設
麗
の
慣
例
か
ら
見
て
凡
て
の
大
番
領
に
あ
っ
た
と
は
言
ひ
難

い
。
前
述
の
含
人
々
数
帳
に
、
國
友
立
入
、
國
清
十
六
人
、
貞
行
五
人
、
安
元
七
人
孚
な
ど
、
見
え
た
る
論
人
の
人
数

の
上
な
る
固
有
名
詞
の
如
き
も
京
番
頭
の
名
で
あ
っ
た
と
言
ふ
べ
く
、
大
番
領
庄
園
の
番
頭
の
名
で
は
無
か
っ
た
と
解

せ
ら
れ
る
。
其
理
由
は
京
番
頭
が
大
番
舎
人
催
促
の
下
交
を
受
け
て
其
召
集
の
責
任
を
有
し
た
と
す
る
と
、
此
表
に
は

責
住
あ
る
番
頭
の
名
を
表
は
す
の
が
蒼
然
で
あ
る
し
、
庄
園
か
ら
含
人
を
出
し
た
こ
と
を
表
す
爲
な
ら
慣
習
上
は
庄
の

名
が
番
頭
の
名
よ
り
も
祈
請
で
あ
る
。
王
朝
時
代
の
、
少
く
と
も
蕪
に
言
ふ
二
重
元
年
頃
に
は
、
大
番
含
人
の
上
番
の

爲
に
は
大
番
の
京
番
頭
が
↓
定
数
の
舎
人
を
王
番
せ
し
む
る
こ
と
を
掌
る
と
言
ふ
慣
例
が
成
立
し
て
み
て
、
其
れ
が
後

に
至
る
ま
で
嶺
例
と
な
っ
て
み
た
と
信
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
。
「
執
政
所
労
」
を
愚
考
す
る
と
斯
機
に
考
へ
ら
る
、
。

　
か
く
て
大
番
直
人
の
召
集
の
爲
に
は
京
に
大
番
の
番
頭
が
あ
っ
て
事
務
を
行
ひ
し
者
で
、
之
が
含
人
立
の
断
片
に
見

ら
れ
る
。
そ
し
て
庄
園
で
は
庄
園
の
番
頭
が
含
人
の
上
番
を
督
促
し
た
所
も
あ
っ
た
と
解
せ
ら
れ
る
。
庄
園
制
度
な
る

者
は
元
來
本
家
領
家
等
領
主
椹
者
の
搾
取
的
關
係
を
基
礎
乏
し
て
成
立
せ
る
者
で
あ
る
。
其
爲
に
最
も
大
切
な
の
は
年

貢
公
事
夫
役
等
の
徴
課
方
法
で
あ
る
が
、
其
方
法
の
｝
つ
乏
し
て
設
け
ら
れ
た
者
が
番
頭
制
度
で
あ
る
。
帥
ち
庄
内
の

　
　
　
　
撮
關
家
の
大
赫
役
及
び
大
番
領
の
研
舞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
悠
　
第
三
號
　
　
四
二
一

（97）



　
　
　
　
櫨
醗
家
の
大
番
役
及
び
大
番
領
の
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
巷
　
第
三
號
　
　
四
ニ
ニ

田
地
を
番
に
組
み
、
各
番
に
番
頭
を
置
き
、
番
内
の
年
貢
課
役
の
上
納
等
の
事
を
職
務
と
し
て
行
は
し
め
た
Q
番
は
凡

て
の
庄
園
に
置
か
れ
た
と
は
限
ら
ぬ
。
麗
か
れ
な
か
っ
た
所
も
多
か
っ
た
。
殊
に
劇
論
す
る
所
の
暴
關
家
の
大
番
領
で

は
含
人
が
少
い
所
で
は
含
入
の
爲
に
番
頭
を
麗
く
慣
例
は
無
か
っ
た
だ
ら
う
と
思
ふ
。
其
代
り
に
大
番
の
京
番
頭
を
置

き
大
番
舎
入
の
こ
と
を
掌
ら
し
め
た
。
其
實
際
の
要
説
を
知
る
が
爲
の
吏
料
を
憂
く
が
、
他
の
方
面
の
吏
料
か
ら
し
て

大
膿
の
推
定
を
下
す
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
。
郎
ち
之
に
類
し
た
慣
例
を
他
の
方
面
で
見
出
し
う
る
。
例
へ
ば
番
制

の
あ
る
庄
園
で
夫
役
を
課
す
る
場
合
に
、
庄
園
の
公
文
が
作
っ
た
注
進
状
の
書
式
の
血
ハ
型
は
、
「
儒
林
画
廊
」
に
次
の
者

が
示
さ
れ
て
あ
る
（
一
七
）
。

莚
雷
蟹
焚
入
養
肇
　
　
　
　
　
　
　
　
　
倒

　
　
　
合

　
　
金
剛
九
番
五
人
　
　
則
包
番
入
人
　
　
貞
國
番
七
人
　
　
吉
幽
草
十
三
　
　
安
鎮
番
八
人
、

　
　
右
注
進
如
件

　
　
　
元
暦
元
年
二
月
十
三
臼
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
公
　
文
　
姓

　
之
と
同
文
の
者
が
「
雑
筆
要
論
」
の
第
五
十
六
號
書
式
に
為
見
え
る
（
「
八
）
。
但
そ
れ
に
は
始
め
の
二
ヶ
番
は
此
通
り
に

し
て
、
他
は
余
番
准
之
と
あ
る
か
ら
、
恐
ら
く
3
儒
林
拾
要
」
の
書
式
の
方
が
古
い
の
だ
ら
う
。
そ
は
兎
も
角
と
し
て
番

制
を
設
け
て
人
夫
を
徴
登
す
る
慣
行
が
王
朝
時
代
の
末
に
成
立
し
て
み
て
、
　
　
般
的
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
之
で
も



知
り
う
る
。
此
場
合
各
番
の
番
頭
が
人
夫
徴
狡
の
着
筆
に
潤
て
責
任
を
有
し
た
の
に
相
違
な
い
が
、
右
の
例
で
公
文
が

注
進
状
を
書
い
て
み
る
の
で
も
明
白
な
や
う
に
、
本
所
と
の
閣
係
は
、
本
所
の
政
所
と
庄
園
の
政
所
と
の
間
に
生
じ
た

の
で
あ
る
。
今
叢
に
大
番
舎
人
に
爾
し
て
は
、
特
に
京
番
頭
と
云
ふ
渚
あ
り
て
其
受
持
匿
域
が
あ
り
、
政
所
の
下
文
は

先
づ
之
に
向
っ
て
登
せ
ら
れ
る
と
如
何
に
な
っ
た
か
。
恐
ら
く
京
番
頭
で
は
含
人
の
少
い
所
で
は
直
接
に
指
定
し
淀
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　

あ
ら
う
。
併
し
大
番
領
の
保
司
を
大
番
保
司
と
言
っ
た
例
が
あ
る
か
ら
（
一
入
ノ
一
）
、
大
番
無
人
の
催
促
命
令
を
大
番
庄

司
や
大
番
保
司
と
言
ふ
が
如
き
者
に
下
し
、
大
番
領
の
政
所
で
は
公
文
か
ら
番
頭
に
蓮
託
し
、
番
頭
は
之
を
奉
じ
て
一

定
の
舎
人
を
出
す
こ
と
に
し
た
所
も
あ
っ
た
で
あ
ら
う
。
こ
の
こ
と
は
恰
も
東
大
寺
領
伊
賀
國
黒
田
庄
で
は
承
久
二
年

以
後
書
票
叢
蓬
任
す
・
・
と
に
な
つ
窒
一
肖
ふ
や
養
下
司
審
頭
と
の
密
謀
蜂
蜜
と
よ
－
妻
・
。
働

併
し
乍
ら
刷
に
説
く
が
如
く
に
恩
人
職
は
舎
人
株
と
言
っ
た
や
う
な
者
と
な
っ
て
み
た
か
ら
、
奨
株
を
有
す
る
者
の
間

で
上
番
す
べ
き
順
序
が
慣
轡
的
に
定
ま
っ
て
み
て
、
當
番
に
な
っ
た
者
が
上
番
の
舎
人
と
な
る
べ
く
、
大
番
の
京
番
頭

の
手
許
で
は
、
今
度
は
何
れ
の
庄
か
ら
は
何
某
を
玉
人
に
出
さ
す
と
か
、
何
人
の
得
人
を
出
さ
す
と
か
言
ふ
こ
と
が
定

ま
っ
て
ゐ
淀
に
相
違
な
い
。
之
に
は
番
帳
の
如
き
者
を
作
り
、
順
番
を
つ
け
て
上
番
せ
し
め
た
る
こ
と
、
此
時
代
に
各

所
で
行
は
れ
た
他
の
類
の
番
制
な
る
者
を
見
る
と
き
、
疑
ふ
の
徐
地
は
な
い
。

　
京
番
頭
の
前
掲
の
貫
入
表
で
言
へ
ば
、
李
治
元
年
五
月
中
旬
高
等
院
領
か
ら
出
す
べ
か
り
し
舎
人
は
、
京
番
頭
の
名

器
っ
て
京
に
設
け
ら
れ
た
番
の
名
に
よ
っ
て
之
を
言
へ
ば
、
、
病
友
が
番
頭
で
あ
る
払
腰
番
か
ら
六
人
、
國
清
が
番
頭
で
・

　
　
、
　
　
撮
關
家
の
大
番
役
及
び
大
番
領
の
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
悠
　
第
三
號
　
　
四
二
三



　
　
♂
　
　
搬
…
關
…
家
の
大
番
役
及
び
大
落
領
の
薪
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
巻
　
第
三
號
　
　
四
二
四

．
あ
る
上
清
番
か
ら
十
六
人
、
真
行
が
番
頭
で
あ
る
貞
行
番
か
ら
五
人
、
と
言
ふ
様
に
夫
々
の
番
か
ら
、
政
所
下
文
で
指

定
さ
れ
た
だ
け
の
歎
の
大
番
舎
入
を
寓
す
こ
と
に
な
っ
て
み
た
。

　
當
番
の
愚
人
は
期
日
泡
に
上
洛
し
て
先
づ
癖
關
家
の
政
所
に
欝
製
す
べ
き
で
あ
る
。
田
含
か
ら
來
た
舎
人
の
澄
話
は

受
持
の
京
番
頭
が
や
っ
た
筈
だ
。
前
示
の
衝
撃
帳
に
見
塞
と
あ
る
は
恐
ら
く
政
所
へ
の
出
頭
を
広
し
て
「
見
墾
」
と
言
ひ
、

出
頭
せ
ざ
る
者
を
「
不
墾
」
と
言
っ
た
の
だ
ら
う
。
か
の
人
数
帳
に
は
舎
人
の
見
墾
と
不
蜜
と
の
人
数
が
書
き
上
げ
ら
れ

て
居
る
。
不
墾
者
の
数
は
比
較
的
多
く
見
え
る
が
一
々
不
来
せ
し
理
由
を
載
せ
て
み
る
（
一
九
）
。
其
理
由
に
は
、
國
司
の

妨
害
の
爲
に
上
洛
で
き
な
か
っ
た
場
合
が
あ
る
が
、
王
朝
時
代
に
は
言
前
領
と
庄
園
と
が
麹
濁
し
た
形
と
な
っ
て
み
て
、

、
野
司
は
庄
園
の
設
立
を
承
認
せ
な
い
こ
と
も
あ
り
、
叉
は
雑
事
免
除
の
庄
園
に
立
ち
入
っ
て
入
夫
を
徴
幽
し
た
り
公
事

物
を
出
さ
せ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
、
其
爲
に
國
衙
と
庄
園
と
の
間
に
事
を
生
す
る
こ
と
は
乏
し
く
な
か
っ
た
か
ら
“

二
身
家
陰
は
特
に
有
利
な
立
場
に
あ
り
た
り
と
は
言
へ
、
國
司
の
妨
害
の
爲
に
大
番
潜
入
の
上
洛
が
妨
害
さ
る
、
こ
と

は
、
決
し
て
稀
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
。
降
っ
て
武
家
時
代
と
な
る
と
、
武
士
の
妨
害
を
蒙
っ
た
こ
と
は
言
ふ
迄
も

な
く
、
挺
關
家
大
番
領
に
煙
し
て
本
補
地
頭
な
る
者
は
無
か
っ
た
が
、
承
久
役
後
は
新
補
地
頭
が
概
か
れ
た
か
ら
、
其

以
來
地
頭
の
侵
害
甚
し
く
含
人
疲
弊
し
て
上
番
は
漸
次
素
れ
る
や
う
に
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
五
、
京
と
庄
園
の
番
頭
制
度

　
右
述
ぶ
る
如
く
大
番
舎
人
は
京
番
頭
で
は
勿
論
の
こ
と
。
大
番
鎮
で
も
番
か
ら
舎
人
を
出
し
た
こ
と
が
あ
る
や
う
だ

（IOO　）



か
ら
v
比
較
研
究
の
爲
に
、
吏
料
の
存
在
せ
る
庄
園
の
番
と
番
頭
の
制
度
に
就
て
見
る
こ
と
は
、
大
番
旗
の
番
頭
を
知

る
が
爲
に
も
、
京
に
於
る
大
番
の
番
頭
を
考
へ
る
が
爲
に
も
必
要
な
こ
と
で
あ
る
。

　
鎌
倉
時
代
及
び
其
後
の
吏
料
に
依
る
と
、
番
の
組
織
は
継
々
に
よ
っ
て
相
違
が
あ
っ
た
や
う
で
あ
る
。
東
大
寺
領
大

山
庄
で
は
、
後
に
例
示
す
る
や
う
に
番
を
呼
ぶ
に
「
番
こ
番
三
番
と
数
宇
を
冠
し
て
呼
び
、
各
番
の
田
数
は
満
々
相
等

し
か
っ
た
。
応
需
に
は
番
頭
が
一
人
宛
見
え
る
。
松
尾
証
旗
の
丹
波
國
雀
部
庄
は
十
こ
の
番
か
ら
成
り
、
茶
番
は
略
々

等
し
き
番
数
か
ら
成
っ
て
み
た
。
言
置
領
を
総
聡
す
る
と
き
は
十
二
番
頭
と
言
っ
た
（
二
〇
）
。
高
野
山
領
荒
河
庄
に
も
十

番
頭
な
る
者
が
あ
っ
た
（
二
〇
ノ
一
）
。
同
寺
領
靹
淵
庄
に
は
正
長
年
代
に
番
頭
十
二
人
で
あ
っ
た
（
二
〇
ノ
ニ
）
。
而
し
て
前

蓼
掲
げ
た
撰
拾
要
」
の
嚢
習
え
て
ゐ
雲
合
量
、
馨
の
喜
喜
差
の
な
か
つ
を
嘉
鋳
れ
・
・
が
、
働

彼
に
あ
り
て
は
番
を
よ
ぷ
に
入
名
を
以
て
し
て
み
る
。
書
名
は
卸
ち
番
頭
の
人
名
で
あ
っ
て
、
　
一
番
二
番
三
番
な
ど
数

號
で
言
ふ
時
で
も
、
亦
之
を
番
頭
の
名
で
呼
ぶ
慣
例
が
あ
っ
た
で
あ
ら
う
。
然
る
に
高
野
山
領
和
泉
國
近
木
庄
に
至
る

と
、
上
番
、
淋
前
番
、
馬
郡
番
、
中
番
を
設
け
て
之
を
四
箇
番
と
弄
し
、
雷
名
が
地
名
で
定
ま
っ
て
居
り
、
番
の
田
数

は
四
十
町
乃
至
六
十
町
で
あ
っ
て
、
胃
内
に
里
が
あ
っ
π
程
廣
い
塵
域
を
占
め
て
ゐ
π
（
三
）
。
霊
寺
書
志
富
田
庄
を
見

る
と
、
番
頭
が
東
西
二
人
で
あ
っ
淀
か
ら
、
東
西
の
二
大
番
に
分
れ
て
み
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
2
二
）
。
か
く
の
如
く
で

あ
っ
た
か
ら
、
憐
蘭
家
の
大
番
領
に
番
制
が
行
は
れ
て
る
た
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
番
の
大
小
並
に
名
稽
な
ど
は
諸
庄
に

よ
っ
て
必
ず
し
も
憲
慷
で
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
。

　
　
　
　
擁
蘭
家
の
大
番
役
及
び
大
番
領
の
孫
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
巷
　
第
三
號
　
　
四
二
五



　
　
　
　
振
關
家
の
大
番
役
及
び
穴
本
領
の
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
箏
十
七
巻
　
第
慧
號
　
　
圏
二
六

　
次
に
京
の
大
番
の
番
に
關
し
て
番
頭
の
名
を
含
人
々
数
帳
に
華
げ
て
る
る
所
を
見
る
と
、
番
を
呼
ぶ
に
京
番
頭
の
名

を
以
て
言
ひ
、
例
へ
ば
軍
書
番
と
か
國
清
番
な
ど
と
言
っ
て
み
た
や
う
で
、
次
に
示
す
貢
包
番
の
考
談
は
之
を
援
助
す

る
者
と
思
は
れ
る
が
、
番
の
名
楽
に
拘
泥
す
る
必
要
は
な
か
る
べ
く
、
只
か
の
表
で
知
り
う
る
所
は
番
頭
の
名
の
み
で

あ
る
と
思
へ
ば
よ
い
。
爾
ほ
か
の
断
交
を
見
て
知
ら
る
、
こ
と
だ
が
、
各
番
か
ら
出
す
舎
人
の
数
は
甚
だ
不
同
だ
。
多

き
は
二
十
三
入
に
及
ぶ
が
、
少
き
は
数
人
で
、
最
も
少
き
は
僅
に
一
人
で
あ
る
。
月
と
旬
に
よ
り
配
嘗
の
關
係
も
あ
ら

う
け
れ
ど
も
、
番
に
よ
っ
て
此
程
大
な
る
含
人
数
の
異
同
を
見
た
こ
と
の
原
因
は
、
所
に
よ
り
大
に
里
人
の
数
を
異
に

し
だ
と
言
ふ
事
情
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
ら
う
。
後
に
舎
人
名
の
項
で
詳
号
す
る
が
、
舎
人
を
探
す
名
田
の
大
さ
に
不
同

が
あ
っ
て
、
殊
に
近
江
南
江
の
二
響
に
結
違
が
あ
っ
た
智
で
あ
・
。
近
誌
で
は
書
名
の
大
き
・
肇
爾

定
し
て
居
た
の
に
樹
し
、
他
の
二
國
で
は
不
同
で
あ
っ
た
や
う
だ
。

　
更
に
番
に
本
番
と
子
番
と
の
制
を
設
け
た
所
も
あ
っ
た
。
事
々
記
紙
背
文
書
仁
安
二
年
秋
の
巻
の
分
に
は
、
次
の
如

き
訴
歌
が
あ
る
。
近
衛
家
の
原
本
に
就
て
槍
べ
た
が
、
之
は
京
番
頭
を
考
へ
る
が
爲
に
重
要
な
史
料
だ
。

　
　
清
原
貞
包
解
　
墜
｝
請
　
殿
下
政
所
裁
一
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○
○
　
（
人
）
カ
　
　
　
　
　
　
◎
㊥
　
o
o

　
　
　
講
ソ
被
下
特
発
瓢
鴻
恩
一
、
任
二
書
例
致
甲
其
沙
汰
占
、
爲
・
雲
煙
含
ロ
一
有
レ
隈
貞
包
番
子
愚
人
恒
清
、
身
躯
レ
有
霧
雑
怠
｝
、

　
　
　
　
（
申
）
カ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
領
）
力

　
　
　
不
レ
ロ
　
事
由
一
、
義
倉
レ
禁
』
圃
其
身
一
、
悉
行
＝
過
料
一
、
苅
　
取
血
豆
一
、
巳
二
漸
鎮
田
畠
等
｝
、
斎
日
上
西
門
院
保
定
使
｝
、

　
　
　
　
　
　
　
（
盤
）
力

　
　
　
心
月
抑
妨
一
不
口
子
細
愁
妖
、



　
　
　
　
む
　
む
　
む

　
右
於
天
養
含
人
煙
身
一
者
、
誤
錐
ン
有
塾
怠
｝
、
私
無
γ
命
私
が
固
一
、
況
貿
手
所
領
田
畠
一
者
、
諏
無
下
領
轟
轟
他
人
一
之
儀
茜
、
而

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
保
）
力

　
重
身
適
野
毛
塞
天
置
土
人
｛
、
道
導
繕
二
上
西
門
院
□
追
補
一
、
倉
レ
禁
昌
固
有
レ
限
含
人
恒
清
之
身
｝
、
責
二
取
過
料
一
、
苅
取

　
之
後
、
動
領
二
田
畠
㎜
、
■
又
以
爲
二
彼
保
定
使
一
、
倉
レ
押
昌
妨
恒
清
之
身
一
己
、
既
逆
撃
贔
黒
鍵
㌃
、
誠
所
行
之
企
未
曾
濫
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
・
　
　
　
　
　
o
o
o
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
？
）

　
也
、
若
付
轟
此
訴
一
華
二
其
沙
汰
一
碧
、
傍
輩
積
習
大
番
役
歎
、
黒
垂
珊
　
鴻
恩
一
、
於
童
包
轡
型
一
撃
　
爲
二
向
後
㎜
臼
二
学
科
一
、

　
至
（
干
嬉
使
押
妨
田
畠
一
者
、
．
叉
任
二
塁
一
一
被
網
牧
公
一
、
爲
レ
倉
‘
勤
．
仕
番
役
【
、
言
上
如
レ
件
、
以
解
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
貞
包
）
力

　
　
　
長
寛
二
年
入
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
清
原
□
□

　
此
訴
状
は
大
番
領
の
百
姓
が
他
の
侵
害
を
う
け
た
と
言
っ
て
殿
下
政
所
の
保
護
を
求
め
た
者
で
、
内
容
は
其
黙
で
面

白
い
か
ら
、
後
に
大
番
舎
入
の
保
護
の
項
に
於
て
既
文
書
を
再
び
利
用
す
る
で
あ
ら
う
が
、
叢
に
番
頭
制
度
の
史
料
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
む
　
　

し
て
注
意
を
要
す
る
者
は
、
番
子
舎
人
な
る
者
が
見
え
る
こ
と
で
あ
る
。
前
掲
の
含
人
々
数
意
中
の
貞
包
を
以
て
、
此

交
書
の
清
原
貞
包
に
當
る
と
思
ふ
の
で
あ
る
が
、
其
黙
も
説
明
を
要
す
る
。
其
に
は
先
づ
番
子
と
は
何
で
あ
る
か
。
番

と
番
子
と
は
如
何
な
る
關
係
に
あ
る
者
だ
か
を
明
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
訟
Q
此
黙
に
就
て
は
他
に
大
番
舎
人
に
關
す

る
更
料
が
見
當
ら
な
い
が
、
叢
に
東
寺
領
丹
波
國
大
山
庄
の
田
数
名
寄
帳
な
る
者
を
見
る
に
、
番
、
番
子
、
番
頭
の
三

者
の
關
係
が
よ
く
わ
か
る
。
其
れ
は
庄
園
の
田
地
に
就
て
設
け
ら
れ
て
ゐ
漁
者
で
あ
る
。
此
名
寄
帳
の
原
文
は
頗
る
長

文
だ
か
ら
、
此
庭
に
は
其
始
の
部
分
と
絡
の
部
分
と
を
摘
記
す
る
に
、
（
二
三
）

　　

_
裏
書
）
【
名
穰
鮒
難
丙
寅
L

　
　
　
　
癒
關
嫁
の
大
番
役
及
び
大
番
頒
の
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
総
　
第
三
號
　
　
闘
二
七

（　103　）



　
　
　
井
面
家
の
穴
魯
役
及
び
大
爵
領
の
醗
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
怒
　
第
三
號
　
　
煕
二
入

　
注
進
　
　
大
山
庄
懸
歎
名
寄
帳
事

　
　
合

◎
◎
　
　
シ
バ
ノ

一
番
　
　
雫
内
大
夫
分

　
一
段
上
内
作
、
　
二
段
上
竹
富
分
、
　
一
段
上
聖
脱
僑
分
、
一
段
中
　
畳
圓
分
、
一
反
　
シ
バ
ノ
孕

　
内
大
夫
分
、
　
二
段
上
　
　
給
田
灘
三
分
・
　
二
反
　
給
田
職
菅
モ
　
　
ニ
段
　
鰍
蜘
餓
冷
　
二
反
五
　
執
行
分
、
　
一
段

　
廿
榊
卜
反
　
吉
次
入
平
分
、
　
一
反
中
　

畳
圖
分
善
勝
僧
、
　
廿
五
代
　
小
行
事
分
、
一
反
　

西
田
井
上

　
本
宮
内
分
今
者
恒
延
内
、

　
　
　
以
圭
町
七
段
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
畷
ウ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
σ

ゆ
　
ゆ
　
　
　
　

同
番
子
分

　
三
段
廿
五
鼎
賎
婦
榊
…
厭
政
　
古
河
分
、
　
茸
雲
上
輿
一
分
　
古
河
、
　
一
段
　
　
執
行
分
古
河
、
　
一
反
下

　
給
田
完
眞
分
脈
購
州
　
一
段
　

小
行
事
分
滋
圓
分
、
　
一
反
　
職
掌
刑
事
分
、
　
一
段
　

執
行
分
長
安
寺

　
納
所
、
　
二
段
滑
軒
に
反
　
　
サ
㍗
ノ
卒
内
分
、

　
　
　
以
上
一
町
一
段
欝

　
　
（
以
下
七
番
迄
略
之
）

　
　
　
惣
都
合
田
数
十
九
町
九
段
骨
代



　
　
右
、
注
進
如
件

　
　
　
　
　
　
至
徳
三
季
二
月
　

田
　
　
　
　
　
　
　
　
　
公
文
法
橋
路
上

　
之
を
見
て
判
る
こ
と
は
、
此
時
の
東
寺
領
大
恥
庄
は
総
嫁
数
が
十
九
町
九
段
二
十
代
で
あ
っ
た
が
、
之
を
七
箇
の
番

に
分
ち
、
各
番
が
番
頭
分
の
番
と
番
子
分
と
よ
り
成
る
こ
と
、
し
π
Q
各
番
は
此
引
用
に
見
る
や
う
に
》
数
多
の
作
田

か
ら
成
っ
て
み
て
、
作
田
の
持
圭
に
は
僧
侶
も
あ
れ
ば
百
姓
も
あ
り
、
僧
職
の
給
田
も
あ
れ
ば
寺
の
分
も
あ
る
と
言
ふ

釈
態
で
あ
る
。
壷
中
に
は
番
頭
分
も
あ
っ
た
。
此
名
寄
帳
は
始
に
付
番
頭
と
あ
っ
て
、
番
と
の
み
あ
る
分
に
は
番
頭
が

附
記
せ
ら
れ
て
み
る
が
、
番
の
最
大
な
る
は
六
番
の
二
町
三
反
五
で
あ
）
、
最
小
な
る
は
四
番
の
一
町
一
反
で
あ
る
。

之
歯
し
蕃
雰
名
産
の
附
記
？
し
て
、
奨
は
四
糞
璽
ハ
反
騰
代
で
あ
軋
最
小
は
ふ
ハ
番
の
入
段
で
醐

番
の
方
と
相
反
し
て
み
る
。
其
故
南
方
を
合
せ
る
と
、
各
番
層
々
同
じ
位
の
田
数
と
二
重
と
を
有
す
る
こ
と
に
な
っ
て

み
た
Q
寡
聞
に
し
て
番
子
と
は
如
何
な
る
者
だ
か
之
を
知
る
爲
の
史
料
を
ま
だ
戯
画
て
な
い
け
れ
ど
も
、
患
ふ
に
番
子

と
は
番
頭
に
勤
し
て
言
ふ
名
で
は
な
く
し
て
、
番
に
附
属
し
た
番
子
で
あ
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
奨
故
に
番
に
は
番
頭
が

あ
る
が
、
番
子
に
は
番
頭
が
な
い
。
番
の
方
は
番
頭
の
名
を
冠
し
て
呼
ぶ
が
、
番
子
も
若
し
名
を
冠
す
る
と
す
る
と
、

矢
張
右
の
番
頭
の
名
を
冠
し
た
も
の
だ
ら
う
と
思
は
れ
る
。
例
へ
ば
番
と
の
み
あ
る
は
番
の
本
膿
で
あ
り
、
番
子
と
あ

る
は
番
の
子
髄
で
あ
っ
た
と
言
へ
や
う
。
大
山
庄
の
例
で
は
一
般
に
番
の
田
数
が
番
子
の
そ
れ
よ
）
も
多
い
の
で
あ
る
。

番
子
の
獲
生
に
就
て
一
の
許
さ
れ
得
べ
き
推
定
と
し
て
は
、
本
來
は
作
田
を
番
に
組
ん
で
み
た
と
こ
ろ
、
土
地
の
開
拓

　
　
　
　
撮
關
家
の
大
番
役
及
び
大
番
頒
の
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
　
　
第
十
七
巷
　
第
三
號
　
　
四
二
九



　
　
　
　
擁
關
家
の
大
遊
歌
及
び
大
醤
領
の
購
寛
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
†
七
巷
　
第
三
號
　
　
閥
三
〇

が
次
第
に
進
む
と
き
、
番
が
子
を
持
ち
た
る
に
も
比
喩
し
て
、
此
等
新
墾
の
田
地
の
グ
ル
ー
プ
を
番
子
と
言
っ
た
の
で

あ
ら
う
と
思
ふ
。
從
っ
て
番
頭
は
元
來
は
番
の
番
頭
な
の
だ
が
、
子
番
に
謝
し
て
も
番
頭
と
な
る
と
言
ふ
關
係
を
生
じ

た
の
で
あ
る
。
番
内
の
作
田
を
大
山
庄
に
就
て
見
る
に
、
同
↓
入
の
作
田
又
は
給
厨
が
、
番
と
番
子
と
の
各
所
に
散
在

し
た
の
も
あ
る
が
、
成
る
べ
く
は
同
一
の
番
又
は
番
子
の
中
に
集
ま
っ
て
山
面
。

　
さ
て
右
は
庄
園
に
於
け
る
番
と
番
子
と
で
あ
る
が
、
番
と
番
子
の
名
欝
と
制
茂
は
庄
園
の
制
度
と
は
限
ら
す
、
　
一
般

に
之
に
類
す
る
者
が
有
っ
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
例
へ
ば
大
番
含
声
に
關
す
る
京
番
頭
の
制
の
如
き
も
、
本
番
に
甥

し
て
七
番
即
ち
番
子
を
生
す
る
と
言
ふ
様
な
こ
と
が
あ
っ
た
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。
之
に
窪
し
て
初
の
長
寛
二
年
春
清
原

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む

貞
包
の
訴
状
を
顧
み
る
に
、
文
中
に
貞
包
番
子
舎
入
恒
清
と
あ
る
の
が
大
切
だ
。
貞
包
番
子
と
言
ふ
の
は
、
右
の
場
合

に
あ
て
は
め
て
考
へ
る
と
、
貞
包
が
番
頭
と
な
っ
て
み
る
番
子
で
あ
る
。
番
チ
は
本
番
に
醤
す
る
上
番
の
義
で
あ
る
。

貞
包
は
別
に
貞
包
が
番
頭
で
あ
る
本
番
を
有
し
た
、
恐
ら
く
貞
包
番
と
呼
び
な
す
慣
例
で
も
あ
っ
た
で
あ
ら
う
か
。
之

に
脅
し
て
子
番
即
ち
番
子
が
あ
っ
て
、
彼
は
之
の
番
頭
を
も
兼
ね
て
み
て
、
こ
の
番
子
を
貞
包
番
子
と
言
っ
た
の
で
あ

る
。
從
っ
て
貞
包
番
子
器
人
恒
清
と
言
ふ
の
は
、
貞
包
を
番
頭
と
せ
る
子
番
の
血
清
な
の
だ
が
、
さ
て
叢
に
貞
包
番
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

も
言
ふ
べ
き
者
は
大
番
領
に
於
け
る
番
か
。
麗
人
恒
清
は
貞
包
を
番
頭
と
せ
る
番
子
に
帰
す
る
田
地
の
百
姓
で
あ
っ
た

か
。
否
か
。
否
、
余
は
か
の
訴
斌
の
形
式
等
を
考
へ
た
結
果
真
筆
を
京
番
頭
の
一
人
だ
と
思
ふ
○
貞
包
は
京
番
頭
で
あ
り

恒
清
は
彼
の
番
子
舎
人
の
一
入
で
あ
っ
た
が
恒
清
が
不
法
に
侵
害
を
受
け
た
と
言
ふ
の
で
、
番
頭
の
貞
包
が
政
所
に
訴

（　IG6）



へ
轡
で
、
保
謹
を
求
め
た
の
が
、
か
の
訴
状
の
爵
さ
れ
た
理
海
で
あ
る
。
即
ち
殿
下
大
番
役
の
制
度
か
ら
遵
ふ
と
京
番

頭
は
番
（
又
は
番
子
）
の
内
か
ら
本
家
政
所
へ
田
す
舎
人
に
つ
い
て
責
任
を
負
ふ
た
が
、
彼
は
番
（
叉
は
番
子
）
の
含
人

に
謝
し
て
は
、
含
人
の
身
禮
財
産
並
に
田
地
の
安
全
の
爲
に
留
意
し
、
其
が
侵
害
を
う
け
π
時
に
は
、
走
査
の
爲
に
誰

産
す
べ
き
地
位
に
あ
っ
た
と
言
は
ね
ば
な
ら
滋
。
さ
て
此
貞
包
の
訴
歌
の
書
か
れ
た
長
寛
こ
年
八
月
は
身
魂
元
年
六
月

か
ら
僅
に
五
ケ
年
の
後
で
あ
り
、
貞
包
は
大
番
舎
入
の
保
護
の
任
に
當
っ
て
居
り
、
且
其
藩
命
は
彼
の
番
子
の
組
織
に

属
し
た
舎
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
へ
る
と
、
雫
治
元
年
の
大
番
含
人
々
数
帳
の
中
に
見
え
る
六
月
上
旬
三
十
五
人
の
中

の
貞
包
三
人
と
あ
る
漏
壷
は
、
正
し
く
右
の
清
原
貞
包
で
あ
っ
た
と
推
定
し
て
差
支
へ
な
か
ら
う
。
訴
歌
に
見
ゆ
る
所

で
は
番
薪
在
の
庄
園
の
名
簿
茎
暴
票
管
轄
の
食
に
曾
て
籍
殿
下
政
所
へ
訴
へ
て
る
・
と
一
言
ふ
・
働

と
も
、
油
画
妖
の
提
冠
者
を
以
て
庄
の
番
頭
な
り
と
は
言
ひ
難
く
、
京
番
頭
な
り
と
言
ふ
べ
き
有
力
な
理
由
と
な
る
。

既
に
述
べ
た
や
う
に
舎
轟
々
数
帳
に
は
政
所
か
ら
帝
人
催
促
の
下
文
を
受
け
て
之
に
責
任
を
有
し
た
京
番
頭
を
載
せ
る

の
が
旨
然
で
あ
る
と
言
ふ
こ
と
も
固
よ
り
此
推
定
を
助
け
る
。
か
や
う
に
し
て
貞
包
が
大
番
の
京
番
頭
で
あ
っ
た
と
す

る
と
、
か
の
表
に
見
え
る
他
の
十
一
入
も
愈
よ
以
て
京
番
頭
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
（
二
三
ノ
一
）

　
大
番
冠
鶴
の
中
に
は
大
番
の
事
を
行
ふ
京
番
頭
か
ら
直
接
に
召
集
さ
れ
た
者
も
め
る
と
思
は
れ
る
か
ら
、
大
番
領
の

全
部
と
は
言
へ
な
い
と
し
て
も
．
或
庄
園
に
あ
う
て
は
庄
の
番
頭
に
命
じ
て
舎
入
を
出
さ
し
め
だ
だ
ら
う
と
思
ふ
が
、

庄
の
番
頭
に
は
誰
を
以
て
任
用
し
た
か
。
東
大
寺
鎮
伊
賀
國
黒
田
庄
で
は
、
古
老
の
百
姓
か
ら
適
才
（
器
量
選
者
）
を
選

　
　
　
　
撮
三
家
の
大
番
彼
及
び
大
番
領
の
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
巻
　
第
三
號
　
　
圏
一
一
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舞
踊
家
の
大
番
役
及
び
大
上
領
の
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
巷
　
第
三
號
　
　
四
三
二

ん
で
、
之
を
番
頭
に
任
す
る
と
言
ふ
慣
例
で
あ
っ
た
が
、
適
才
の
番
頭
が
古
老
の
百
姓
の
中
か
ら
得
に
く
、
な
り
、
承
久

二
年
か
ら
は
下
司
を
し
て
之
を
選
任
せ
し
む
る
こ
と
に
し
た
（
一
頭
）
。
之
は
番
頭
選
任
の
一
例
で
あ
る
。
番
頭
と
百
姓
と

の
閣
係
は
如
何
に
あ
っ
た
か
。
高
野
山
鎮
歯
数
庄
を
見
る
と
、
番
頭
は
庄
の
公
文
か
ら
催
促
を
う
け
て
、
番
内
の
百
姓
か

ら
諸
課
を
徴
す
る
こ
と
を
職
務
に
し
て
み
た
こ
と
が
明
か
で
あ
る
（
二
五
）
。
所
が
此
無
限
を
濫
用
す
る
の
で
、
南
北
朝
時

代
か
ら
は
、
番
頭
を
し
て
起
講
文
を
書
か
し
め
て
、
百
姓
に
醤
し
て
煩
累
を
及
ぼ
さ
澱
し
、
墨
家
に
封
し
て
公
事
を
か

け
る
や
う
な
不
法
行
鴬
を
や
ら
馨
し
、
凡
て
慣
例
を
守
っ
て
非
法
を
行
は
澱
と
言
ふ
誓
約
を
な
さ
し
め
た
る
高
野
山
領

帥
警
庄
の
如
き
例
も
あ
る
（
二
六
）
。
番
頭
は
か
く
の
如
く
諸
学
の
徴
牧
を
以
て
職
務
と
し
て
み
た
か
ら
、
庄
園
の
難
掌
と

地
頭
あ
総
髭
暴
糞
役
等
に
爾
薯
嚢
に
簸
て
訴
訟
が
あ
・
や
暮
場
倉
は
、
番
頭
菱
に
立
つ
・
と
醐

が
あ
っ
た
Q
例
へ
ば
松
尾
就
領
丹
波
國
雀
部
庄
に
、
十
二
の
番
を
設
け
從
っ
て
十
二
番
頭
の
組
織
あ
り
し
こ
と
は
既
に

之
を
一
言
し
た
が
、
此
庄
に
於
け
る
雑
器
と
地
頭
と
の
謬
論
に
記
す
る
上
職
四
年
十
月
十
九
日
の
六
波
羅
下
知
朕
（
二
七
〉

を
見
る
と
、
十
二
番
頭
が
護
人
に
喚
問
せ
ら
れ
て
、
先
例
や
事
實
に
就
て
幕
府
の
裁
職
官
の
訊
問
を
う
け
て
み
る
歌
態

が
面
白
く
見
出
さ
れ
る
。
な
ほ
番
頭
に
は
番
頭
給
と
言
ふ
給
田
畠
が
あ
り
た
る
實
例
は
、
高
野
爵
領
和
賀
南
庄
や
、
同

じ
く
近
木
庄
、
靹
淵
庄
、
そ
れ
か
ら
電
鈴
領
大
山
庄
な
ど
で
見
受
け
ら
れ
る
（
｝
天
）
。
こ
れ
は
一
般
に
同
機
の
慣
例
が
あ

っ
た
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
和
賀
南
庄
で
は
寺
命
に
從
は
な
い
番
頭
か
ら
は
、
青
函
を
没
験
す
る
と
言
ふ
如
き
制
裁
を
設

け
る
や
う
に
な
っ
た
り
し
た
（
二
九
）
。
大
番
領
の
庄
園
の
番
頭
に
覆
し
て
も
京
番
頭
に
銘
し
て
も
、
之
に
類
す
る
史
料
が



な
い
か
ら
、
右
の
如
き
些
少
な
知
見
に
よ
っ
て
想
像
を
逞
う
す
る
の
外
は
な
い
次
第
で
あ
る
。

（
三
〇
）

註
（
一
）
西
田
直
二
郎
氏
、
兵
範
記
に
就
て
、
史
林
第
一
巻
三
號
。

（
二
）
兵
認
諾
保
元
元
年
七
月
廿
三
口
條
、
今
日
御
庄
爾
奉
行
人
多
改
定
、
尊
爵
新
沙
汰
入
了
、
下
官
成
乳
政
班
下
丈
了
、
と
あ
り
。

（
三
）
　
醍
醐
寺
雑
事
記
、
百
凸
二
山
ハ
・
七
〇

（
三
ノ
一
）
　
原
本
に
に
國
か
三
行
に
し
て
あ
ろ
が
、
既
麗
に
に
紙
面
の
都
合
上
…
行
と
し
糞
。

（
四
）
　
山
疎
獣
騨
府
孟
星
蹟
名
職
脚
天
映
…
記
念
物
調
｝
杏
拙
妻
出
口
餓
剛
十
一
鞭
卿
、
鱈
叩
一
知
足
院
と
保
一
兀
の
側
働
漉
瀬
野
燈
参
昭
…
0

（
五
）
　
玉
葉
春
四
十
二
、
元
暦
二
年
九
月
骨
五
口
條
。

（
六
）
　
近
習
桜
雲
領
目
錐
に
ぼ
、
河
内
の
庄
園
と
し
て
に
僅
に
坂
門
牧
、
河
内
位
田
の
二
つ
為
溢
す
る
の
み
で
あ
ろ
。
畿
内
の
他
の
國
に
比
し
て
大
に
少

　
　
　
い
。

（
七
）
　
鋤
脚
慨
以
所
劔
”
、
悶
H
月
御
烈
日
祭
爆
撃
、
、
八
月
御
班
憂
事
（
鮎
帳
群
電
碍
獺
從
捨
ノ
四
五
入
、
四
山
ハ
七
、
改
定
乱
雑
紺
集
脆
萱
・
七
ノ
一
山
ハ
山
田
、
　
」
七
入
）
の
條
に
、
搬

　
　
　
津
島
よ
り
主
殿
所
諸
人
を
と
り
し
こ
と
見
ゆ
。
從
っ
て
大
番
舎
人
に
擁
津
國
よ
り
に
そ
れ
だ
け
少
く
な
る
道
理
で
あ
る
。
鴉
泉
國
に
小
國
で
あ
り

　
　
　
結
局
近
江
國
に
に
領
地
も
多
い
の
で
大
番
舎
人
も
最
も
多
く
近
江
國
か
ら
出
し
六
。

（
入
）
　
近
衛
家
所
領
の
由
緒
に
つ
い
て
に
、
近
術
家
析
碩
目
録
の
終
に
系
統
表
あ
り
。

（
九
）
　
中
膚
記
元
永
　
一
年
三
月
廿
五
臼
，
詞
廿
六
口
條
Q

（
一
〇
）
　
兵
範
記
保
元
元
年
七
月
十
七
臼
、
十
九
日
條
β

（
一
…
）
　
右
同
書
同
年
同
月
汁
縫
條
Q
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

（
一
二
）
　
田
代
文
書
嘉
暦
二
年
十
一
一
月
上
郡
二
日
山
ハ
波
羅
糖
下
知
歌
に
、
商
陽
院
大
番
領
一
雑
掌
頼
｛
眠
に
、
近
衛
一
二
隅
關
下
家
の
御
町
敏
書
を
得
て
、
　
田
代
又
次
鄭
基

　
　
　
綱
の
不
法
存
武
家
に
訴
へ
☆
り
と
見
ゆ
。
之
ば
壁
板
じ
絶
群
山
訓
解
に
冶
の
野
党
が
託
訴
訟
な
な
す
爲
に
御
斎
欺
九
敵
影
ひ
穴
ろ
受
書
が
田
代
一
h
文
書
に
残

　
　
　
　
撮
三
家
の
大
番
役
及
び
大
番
頭
の
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
巻
　
第
三
號
　
　
四
三
三

（　109　）

《



　
　
　
　
撮
藁
家
の
大
番
役
及
び
大
番
領
の
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
巻
　
第
三
號
　
　
四
三
四

　
　
　
れ
ろ
ば
近
衛
踊
白
家
に
乞
ひ
た
ろ
こ
と
な
語
ろ
看
で
あ
ろ
。
庄
溺
の
講
訟
が
楽
府
に
重
字
さ
る
」
が
爲
に
に
、
本
題
の
総
難
た
必
要
と
ゼ
し
こ
と

　
　
　
に
、
酋
只
・
永
式
録
第
ニ
ハ
用
糠
由
参
昭
…
O

（
三
）
兵
笠
宿
元
元
ぜ
七
月
苔
條
に
・
臭
譲
ハ
糞
）
被
譲
ハ
無
冠
）
箆
讐
錐
・
総
見
梁
饗
歎
丼
臨
臨
魏
二
百
余

　
　
　
所
、
と
言
ふ
丈
あ
り
て
高
陽
院
頷
な
氏
長
者
嫁
來
班
領
と
雲
母
ぜ
る
に
、
一
度
皇
后
領
と
な
り
た
る
爲
に
特
抹
の
闘
係
に
あ
っ
表
の
で
あ
ら
う
Q

（
一
四
）
兵
縄
記
仁
挙
二
年
入
月
骨
八
臼
條
、
史
料
通
萱
本
巻
一
、
頁
一
四
四
Q

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
む
　
む
　
む

（
一
五
）
　
年
預
下
家
踊
に
簸
て
ば
、
執
政
所
砂
四
月
吉
田
祭
事
の
條
に
、
擁
津
國
主
殿
所
盲
人
等
前
之
、
件
主
殿
所
含
人
等
、
以
年
預
下
家
司
下
文
、
給

　
　
　
む
　
む
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　
む
　
　
　
　

　
　
　
京
番
頭
等
、
弁
識
千
萬
雑
事
、
他
下
家
司
不
能
沙
汰
、
傍
点
分
明
鰍
と
あ
り
。
年
預
下
家
祠
た
他
下
家
司
と
封
立
ぜ
し
め
索
故
、
年
預
の
下
家
司

　
　
　
な
る
た
知
ろ
Q

（
一
六
）
　
前
註
引
用
の
中
に
も
あ
ろ
や
う
に
、
搬
津
國
主
殿
所
舎
人
な
し
て
、
毎
年
の
吉
田
祭
の
爲
に
広
物
を
進
め
し
め
る
の
に
に
、
京
番
頭
に
下
命
し

　
　
　
六
と
あ
ろ
。
之
に
よ
る
と
番
頭
が
京
に
房
た
者
と
思
に
れ
る
。
大
番
三
ケ
國
の
大
番
原
人
な
召
す
に
煮
て
番
頭
に
下
命
し
六
と
す
う
と
、
其
番
頭

　
　
　
は
同
じ
く
京
番
頚
な
り
し
や
。
執
政
所
妙
で
は
減
れ
重
三
番
頭
と
解
す
る
の
が
遽
當
で
あ
り
、
加
之
、
畢
治
元
年
の
人
数
帳
臨
時
に
見
ゆ
ろ
人
名

　
　
　
の
解
羅
も
亦
京
番
頭
が
表
の
上
に
現
に
れ
慰
者
と
爆
ぜ
ざ
る
存
得
な
い
。
併
し
本
所
政
所
か
ら
の
下
灘
ほ
先
づ
京
番
頭
に
下
る
の
で
あ
っ
て
も
、

　
　
　
庄
に
於
て
も
番
頭
綱
度
が
あ
っ
て
勤
人
な
上
番
ぜ
し
む
う
に
就
て
庄
の
番
頭
が
費
た
有
し
象
こ
も
あ
っ
れ
で
あ
ら
う
。
京
番
頭
の
名
樗
に
庄
番
頭

　
　
「
に
．
封
立
し
力
潜
で
め
う
と
考
へ
ろ
。

（一

ｵ
）
　
綾
群
書
類
從
三
十
一
韓
下
頁
七
八
。

（
一
入
）
　
績
群
書
瀬
從
十
一
輯
頁
七
七
〇
。

（
｝
入
ノ
・
一
）
　
田
代
丈
害
、
丈
暦
二
年
二
月
舞
輝
政
「
左
大
臣
家
政
風
下
丈
に
和
泉
國
大
鳥
瑠
大
番
保
罵
舎
人
等
に
宛
て
ら
る
。

（
一
九
）
　
不
謬
の
説
蜀
の
中
豊
清
十
六
人
申
の
不
参
二
人
に
就
て
、
忠
助
卑
と
あ
る
は
忠
助
ほ
人
名
で
あ
り
、
註
ハ
左
の
院
勢
と
あ
る
も
人
名
で
院
勢
衆
の

　
　
　
意
で
あ
ら
う
Q
又
禁
國
と
あ
ろ
に
近
江
國
で
あ
ろ
。
封
戸
の
禁
國
の
一
つ
で
あ
っ
歪
。

（
二
〇
）
　
束
丈
三
八
、
叢
顧
四
年
十
月
十
九
日
六
波
羅
下
知
欲
。

（llO）



（
二
〇
ノ
「
）
　
高
聯
四
山
円
丈
一
書
七
ノ
腎
具
…
　
…
入
、
噛
建
長
｛
ハ
年
荒
河
庄
和
ハ
料
糀
折
帳
Q

（
二
〇
ノ
ニ
）
　
右
同
丈
書
四
ノ
百
＝
五
七
、
正
長
二
年
入
蒋
輌
淵
庄
大
検
注
分
田
総
目
録
、
番
頭
給
十
二
人
分
。

（
二
一
）
」
同
丈
書
幅
ノ
頁
五
七
四
、
鷹
永
世
七
年
近
木
庄
四
箇
番
田
臼
録
。
田
数
に
本
聞
及
び
加
作
闘
准
入
れ
糞
認
忌
数
な
上
る
と
、
上
番
五
十
入
町
餓

　
　
　
融
前
番
約
五
十
町
、
焉
郡
番
約
四
十
町
、
中
番
約
四
十
恥
で
あ
ろ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
．

（
二
二
）
　
右
弼
諸
書
六
ノ
頁
七
、
慮
永
十
五
年
十
月
廿
二
障
志
富
田
帳
在
家
支
配
帳
、
番
頭
ほ
東
西
二
人
に
て
、
在
家
も
番
頭
二
宇
で
あ
っ
六
〇
在
家
に

　
　
　
惣
数
六
十
九
。

（
二
三
）
　
東
寺
百
合
丈
書
に
四
五
號
。

（
二
三
ノ
一
）
　
貞
包
と
共
に
十
二
の
京
番
頭
に
高
陽
院
方
内
人
の
京
番
頭
で
あ
ろ
。
そ
し
て
高
陽
院
の
分
に
恐
ら
く
之
だ
け
で
あ
っ
象
の
だ
ら
う
。

（
二
四
）
　
窟
小
大
寺
文
書
｝
ノ
ー
ノ
三
五
七
號
ノ
七
b
承
久
二
年
六
月
｛
果
大
寺
下
丈
｛
茶
。

（
二
五
）
　
職
野
由
丈
書
四
ノ
頁
二
五
、
九
月
十
二
日
相
賀
庄
公
丈
講
文
Q

（
二
六
）
　
右
同
〃
屯
一
ノ
頁
二
一
二
、
正
廠
…
閃
鷺
牛
九
月
茄
μ
二
轟
器
正
野
｛
比
｝
止
友
名
番
耀
夙
方
黛
止
口
一
門
罵
又
O

（
二
七
）
　
註
二
〇
の
下
知
駿
。

（
二
↓
八
）
　
晦
聯
一
由
　
丈
量
団
、
四
ノ
頁
一
四
［
、
上
州
貝
南
庄
番
頭
給
、
｝
血
ノ
頁
一
ご
入
山
ハ
、
近
山
小
庄
番
頭
田
、
七
ノ
脚
貝
一
二
〇
、
三
二
、
一
二
↓
ん
、
五
二
、
五
三
、
山
ハ
ニ
、

　
　
　
七
三
、
七
六
、
九
】
、
、
九
三
、
一
〇
六
、
一
〇
入
定
活
水
庄
番
頭
給
一
六
ノ
五
六
入
、
正
磨
五
年
近
木
庄
惣
脚
数
現
作
田
二
百
十
三
町
九
反
の
内

　
　
　
番
頭
給
二
町
四
反
、
六
ノ
五
七
、
五
鷹
永
廿
九
年
近
木
庄
地
頭
方
百
三
十
二
町
七
反
の
申
番
頭
給
一
丁
五
反
公
丈
給
四
丁
五
反
で
あ
っ
☆
o
同
四

　
　
　
ノ
頁
一
五
七
、
輌
淵
庇
番
頭
給
。
東
寺
百
合
丈
書
に
五
五
號
に
番
頭
免
あ
り
O

（
二
九
）
　
高
野
肉
文
書
四
ノ
頁
五
四
八
、
又
績
喪
箭
集
二
六
五
。

（
三
〇
）
　
京
の
大
番
の
番
頭
に
毒
し
て
匡
、
禽
ほ
番
長
と
言
ふ
令
剃
の
職
員
の
任
溺
に
比
較
し
て
考
ふ
べ
き
看
が
あ
ろ
が
、
其
ぽ
次
項
に
於
け
る
問
題
で

　
　
　
あ
ろ
。

（　111　）

撮
崇
信
の
大
番
役
及
び
大
番
領
の
研
究

第
十
七
巷
　
第
三
號
　
　
四
三
五


